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１ 基本的な事項

（１）東吾妻町の概況

① 町の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要

・自然条件

東吾妻町は、群馬県の北西部に位置し、北は中之条町、東は渋川市、南は高崎市、西は長野原町

に接しています。

町域の面積は、２５３．９１㎢あり、地形は榛名山の北麓に位置し、榛名山系を源とする湧水や

緑豊かな環境に恵まれています。

気候的には、標高差と複雑な地形により地域差はあるものの、積雪は少なく年間を通して比較的

過ごしやすい気候風土となっています。

・歴史的条件

東吾妻町は、平成１８年３月２７日に地方分権社会の進展や住民ニーズの多様化、人口減少と少

子高齢化、財政基盤の強化と行政改革等に対応するため、東村と吾妻町が合併し誕生しました。

旧東村は、地理的条件や支配勢力によって、幾多の分合や改称が行われて来ましたが、明治時代

になって新巻村、奥田村、五町田村、箱島村、岡崎新田村（現在の大字）がそれぞれ独立した村と

なりました。明治１７年に五ヶ村連合となり、明治２２年の町村制の施行により名実共に合併し、

吾妻郡の東部に位置する村という意味で、東村が誕生しました。

旧吾妻町は、明治２２年の町村制の施行により原町、太田村、岩島村、坂上村が誕生し、昭和３

０年には町村合併促進法によりこれら４町村が合併して原町として誕生し、翌３１年に吾妻町に名

称変更しました。

・社会的条件

東吾妻町は、県庁所在地の前橋市へ約４０㎞（車で約１時間）、高崎市へ約５０㎞（車で約１時

間２０分）、東京都心まで約１７０㎞（関越自動車道を利用して約３時間）の距離にあります。

鉄道は、渋川市と嬬恋村を結ぶＪＲ吾妻線が通り、ＪＲ上越線を経由して高崎駅で新幹線に接続

しています。

また、道路は長野原町や沼田市へ通じる国道１４５号、県道渋川東吾妻線、高崎市や草津町へ通

じる国道４０６号や県道高崎東吾妻線、現在整備中であり一部区間で供用が開始されている高規格

道路（上信自動車道）や国道３５３号で関越自動車道渋川伊香保インターチェンジと結ばれ、鉄道

・道路とも約４０分で高速交通網の利用が可能です。

路線バスは、民間会社による代替バス６路線が確保されています。

・経済的条件

東吾妻町の基幹産業である農業は低迷が続く中、年々後継者が不足し昭和３５年には３，２７４

戸あった農家数は、平成２７年には１，４２３戸に激減し、令和２年には１，２８２戸と更なる減

少が続いています。

こうした中、工業製品の出荷額を見ると昭和５１年に１，４３８，７３６万円だったものが平成

３０年には、４，０３６，９１８万円と２倍以上に伸びており、令和３年には４，３０４，２７３

万円と順調に推移しています。

従業者数も昭和５１年の１，２２５人から平成３０年では１，９２０人に増加し、令和３年では
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１，７２５人と若干減少しましたが、建設業やサービス業も増加しており、就業者が第一次産業か

ら第二次、第三次産業へ移行していることが如実にうかがえます。

このように、町の経済を支える産業基盤は大きく変化しており、雇用労働者が増加していること

から各家庭の所得は安定収入を得られるようになってきており、地域経済は年々成長してきていま

す。

しかし、経済の流通経路等の面から見た場合、高速道路網から取り残されている吾妻地域におい

ては、新たな企業誘致を図ることは困難な状況が続いていますが、高規格道路（上信自動車道）の

一部供用開始など整備が進められている状況であり、一日でも早い完成が望まれています。

② 東吾妻町における過疎の状況

旧東村は、昭和２５年当時人口５，５３７人であったものが、昭和３０年では３，７３２人に、

昭和３５年には３，４０２人に激減しました。以降も減少は続き、昭和４０年に３，０６３人（減

少率１０％）を示し、昭和４５年に過疎地域対策緊急措置法により過疎地域の指定を受けました。

以降、生活・産業基盤の整備に取り組んだ結果、昭和５０年・５５年国勢調査の人口が２，７８０

人と同数となり成果が現れ、昭和５５年の過疎地域振興特別措置法では４年間の経過措置団体とな

りました。

しかし、我が国が高度成長を遂げる中で、人口減少率に比べて若年層（１５～３４歳）の減少率

が高く、基幹産業である農林業従事者、とりわけ若者の都市への流出が高率を示し、加えて出生率

の低下が後の人口減少を加速させ、急激な高齢化の進展（昭和３５年から３５年間の人口減少率２

５．０％）で、平成１２年施行の過疎地域自立促進特別措置法では、再度、過疎地域の指定を受け

ました。

旧吾妻町は、合併した昭和３０年当時人口２２，４２３人であったものが、昭和４０年では１９，

４５７人に、昭和４５年には１７，９７８人に激減しました。

昭和４５年以降はようやく減少傾向も鈍化してきましたが、平成２年にはついに１万７千人を割

り１６，５２６人にまでなっています。

この結果人口減少率は、昭和３５年国勢調査人口に対する昭和６０年国勢調査人口減少率が２０．

３１％になったうえに、６５歳以上の高齢者比率が昭和６０年国勢調査において１６．５％となり、

町の財政力指数が０．３８となっていることから、平成２年に過疎地域の指定を受けました。

こうした激しい人口減少は、我が国が高度経済成長を遂げる中で都市への人口流出が続いたうえ

に、生産人口が減少したのが原因と判断されます。

旧吾妻町で昭和４５年から進めてきた工場誘致等の効果によって人口減少率１．０％未満を保っ

た時期もあり、平成１２年４月１日過疎地域自立促進特別措置法の施行により、人口要件である高

齢者比率及び若年者比率が指定要件を満たさず「特定市町村」の指定となり、５年間の経過措置を

受けました。

しかし、平成１２年以降は、出生率の低下もあり人口減少率が４．０％を超える状況となってき

ています。

平成１８年３月に合併した後の東吾妻町は、改正前の過疎地域自立促進特別措置法第３３条第２

項の規定により、旧東村地区は引き続き過疎地域の指定を受けました。その後、平成２２年４月１

日に施行された過疎地域自立促進特別措置法の拡充延長により、町内全域が過疎地域の指定を受け

令和２年３月末まで「東吾妻町過疎地域自立促進計画」により対策に取り組んできました。

令和３年４月１日からは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行され、引き続

き町内全域が過疎地域に指定されました。
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③ 社会経済的発展の方向

東吾妻町が属する吾妻地域は、豊かな自然と温泉をはじめとする豊富な地域資源を有しており、

農業と観光産業などとの連携による地域の活力向上を目指しています。

東吾妻町は、農林畜産業や伝統産業により発展してきましたが、今後は住民の「企業の誘致、商

工業の振興など地域経済の活性化」に対する声や若者の定住促進のために、農林畜産業などの地域

資源を活かした製造業や観光の振興、ＵＩＪターン者の就業支援、起業や新分野進出への支援を図

ることが求められています。

（２）人口及び産業の推進と動向

東吾妻町の人口の推移は、令和２年の国勢調査によると、総人口は１２，７２８人で、昭和３５

年の２４，６２４人に比べて１１，８９６人減少となっており６０年間での減少率は４８．３％と

なっています。

年齢別の人口は、令和２年では、年少人口（０～１４歳）が１，０７８人、生産年齢人口（１５

～６４歳）が６，３７９人、老年人口（６５歳以上）５，２５３人となっています。１５年前（平

成１７年）と比較すると年少人口が１，０５３人減少し、老年人口が３５２人増加しており、少子

高齢化の進行が加速している状況がうかがえます。

産業別の就業人口比率については、第１次産業が平成１７年の２０．３％から令和２年の１４．

９％に減少し、第２次産業も平成１７年の２６．３％から令和２年の２５．６％に減少しています。

第３次産業においては、平成１７年の５３．２％から令和２年では５９．５％に増加しています。

また、第１次産業は、昭和３５年では全体の約７割を占めていましたが、農林業の低迷による農

林業従事者の離職等により、令和２年には、全体の２割を割り込んでいる状況です。第２次産業に

ついては、平成２年には全体の３割を越えるまで増加しましたが、その後減少傾向になり平成１７

年以降は全体の３割を割り込む状況が続いています。

第３次産業は、年々増加傾向にあり、平成１７年以降は全体の半数を占める割合となっています。

このような産業別就業人口の変化は、農林業の低迷により農林業従事者の離職、社会構造の変化

による若者（生産年齢階層）の転出が要因と思われます。
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表１－１（１）人口の推移（国勢調査）

昭和 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年
区 分 35年

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
総 数 24,624 22,520 ▲ 8.5 20,801 ▲ 7.6 20,128 ▲ 3.2 19,975 ▲ 0.8

０歳～14歳 8,697 6,891 ▲20.8 5,188 ▲24.7 4,507 ▲13.1 4,223 ▲ 6.3

15歳～64歳 14,117 13,579 ▲ 3.8 13,303 ▲ 2.0 13,081 ▲ 1.7 12,864 ▲ 1.7

うち

15歳～ 4,787 4,356 ▲ 9.0 4,380 0.6 4,260 ▲ 2.7 3,828 ▲10.1

29歳(a)

65歳以上
1,810 2,050 13.3 2,310 12.7 2,540 10.0 2,888 13.7(b)

(a)/総数 ％ ％ ％ ％ ％

若年者比率 19.4 19.3 － 21.1 － 21.2 － 19.2 －

(b)/総数 ％ ％ ％ ％ ％

高齢者比率 7.4 9.1 － 11.1 － 12.6 － 14.5 －

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年区 分

実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
総 数 19,641 ▲ 1.7 19,169 ▲ 2.4 18,420 ▲ 3.9 17,689 ▲ 4.0 16,847 ▲ 4.8

０歳～14歳 3,944 ▲ 6.6 3,441 ▲12.8 2,979 ▲13.4 2,520 ▲15.4 2,131 ▲15.4

15歳～64歳 12,488 ▲ 2.9 11,986 ▲ 4.0 11,049 ▲ 7.8 10,502 ▲ 5.0 9,814 ▲ 6.6

うち

15歳～ 3,255 ▲15.0 2,951 ▲ 9.3 2,808 ▲ 4.8 2,600 ▲ 7.4 2,217 ▲14.7

29歳(a)

65歳以上
3,209 11.1 3,742 16.6 4,392 17.4 4,667 6.3 4,901 5.0(b)

(a)/総数 ％ ％ ％ ％ ％

若年者比率 16.6 － 15.4 － 15.2 － 14.7 － 13.2 －

(b)/総数 ％ ％ ％ ％ ％

高齢者比率 16.3 － 19.5 － 23.8 － 26.4 － 29.1 －
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平成22年 平成27年 令和２年区 分

実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率

人 ％ 人 ％ 人 ％
総 数 15,622 ▲7.3 14,033 ▲10.2 12,728 ▲9.3

０歳～14歳 1,716 ▲19.5 1,325 ▲22.8 1,078 ▲18.6

15歳～64歳 8,984 ▲8.5 7,638 ▲15.0 6,379 ▲16.5

うち

15歳～ 1,907 ▲14.0 1,572 ▲17.6 1,326 ▲15.6

29歳(a)

65歳以上
4,917 0.3 5,070 3.1 5,253 3.6(b)

(a)/総数 ％ ％ ％

若年者比率 12.2 － 11.2 － 10.4 －

(b)/総数 ％ ％ ％

高齢者比率 31.5 － 36.1 － 41.3 －

表１－１（２）人口の推移（住民基本台帳）

平成12年3月31日 平成17年3月31日 平成22年3月31日
区 分

実 数 構成比 実 数 構成比 増減率 実 数 構成比 増減率

人 人 ％ 人 ％
総 数 18,064 － 17,444 － ▲3.4 16,431 － ▲5.8

％ ％ ％
男 8,786 48.6 8,556 49.0 ▲2.6 8,023 48.8 ▲6.2

％ ％ ％
女 9,278 51.4 8,888 51.0 ▲4.2 8,408 51.2 ▲5.4

平成27年3月31日 令和2年3月31日 令和7年3月31日
区 分

実 数 構成比 増減率 実 数 構成比 増減率 実 数 構成比 増減率

総 数 人 ％ 人 ％ 人 ％

(外国人住民除く) 14,923 － ▲9.2 13,192 － ▲11.6 11,584 － ▲12.2

男 ％ ％ ％

(外国人住民除く) 7,282 48.8 ▲9.2 6,517 49.4 ▲10.5 5,737 49.5 ▲12.0

女 ％ ％ ％

(外国人住民除く) 7,641 51.2 ▲9.1 6,675 50.6 ▲12.6 5,847 50.5 ▲12.4

参 男(外国人住民) 40 － － 106 － － 172 － －

考 女(外国人住民) 145 － － 163 － － 171 － －
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表１－１（３）産業別人口の動向（国勢調査）

昭和
昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年区 分 35年

実 数 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
総 数 11,568 10,936 ▲ 5.5 11,238 2.8 10,441 ▲ 7.1 10,267 ▲ 1.7

％
第一次産業 ％ ％ ％ ％

就業人口比率 66.8 62.7 － 53.7 － 43.7 － 35.9 －

第二次産業 ％ ％ ％ ％ ％

就業人口比率 11.2 12.6 － 19.6 － 24.6 － 29.6 －

第三次産業 ％ ％ ％ ％ ％

就業人口比率 21.9 24.6 － 26.7 － 31.5 － 33.1 －

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年区 分

実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率

人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
総 数 10,014 ▲ 2.5 10,027 0.1 9,649 ▲ 3.8 9,081 ▲ 5.9 8,711 ▲ 4.1

第一次産業 ％ ％ ％ ％ ％

就業人口比率 31.4 － 26.7 － 23.7 － 20.7 － 20.3 －

第二次産業 ％ ％ ％ ％ ％

就業人口比率 30.7 － 32.0 － 30.4 － 30.6 － 26.3 －

第三次産業 ％ ％ ％ ％ ％

就業人口比率 37.9 － 41.3 － 45.9 － 48.7 － 53.2 －

平成22年 平成27年 令和２年区 分

実 数 増減率 実 数 増減率 実 数 増減率

人 人 ％ 人 ％
総 数 7,644 ▲12.2 7,119 ▲6.9 6,522 ▲8.4

第一次産業 ％ ％ ％

就業人口比率 15.8 － 16.0 － 14.9 －

第二次産業 ％ ％ ％

就業人口比率 25.8 － 25.0 － 25.6 －

第三次産業 ％ ％ ％

就業人口比率 58.4 － 59.0 － 59.5 －

注：分類不能の産業があるため、年次により比率合計が１００％とならない。
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（３）町行財政の状況

① 行政の状況

大変厳しい行財政環境が続いている中で、町民ニーズを的確に把握し、複雑多様化する行政需要に

応え、山積みする諸問題に対応していくために、地域の総合的な行政主体である地方公共団体は、よ

り一層簡素で効率的な経営のもと、最小経費で最大効果を上げる必要があり、行財政改革をこれまで

以上に積極的に取り組む必要があります。

東吾妻町が目指す将来像（第２次総合計画）を実現していくためには、町民の理解と協力を得て行

財政改革を推進していかなければなりません。

行財政改革に取り組んでいくためには、社会経済情勢の変化に対応し、来るべき地方分権時代にふ

さわしい簡素で効率的な行政システムの確立が急務となっています。

今後は、町民重視（町民の立場に立った行政サービス）・簡素効率化（最小の経費で最大の効果）

・体制づくり（社会情勢の変化と新たな行政需用）を基本とした行政運営に当たる必要があります。

② 財政の状況

東吾妻町における令和２年度の普通会計決算額は表１－２(１)のとおりになります。

歳入面では、町の根幹財源である町税の占める割合が１８．６％、地方交付税が３０．９％で、収

入全体における依存財源の占める割合が６９．４％と財源依存度が非常に高い状況にあります。地方

交付税は、平成２７年度と比較すると約１．８％減少しています。景気後退に伴う税収の減や国庫補

助負担金、合併算定替の縮減措置等による地方交付税の削減幅が大きく、厳しい財政運営を強いられ

ている状況にあります。

歳出面では、国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険などの社会保障制度に要する経費が増加傾

向にあるほか、上信自動車道関連事業などの投資的経費が増大しています。更には、町有施設の老朽

化に伴い、維持修繕などの経常経費の増加が大きな負担となり財政の硬直化を推し進めています。

余裕財源を計る指標としての経常収支比率は、８９．０％で、財政構造の弾力性が失われています。

また、一般会計債のほかに公営企業会計に対する繰出金、一部事務組合に対する負担金及び債務負

担行為に係る実質的な債務の割合が高く、実質公債費比率が１１．４％、将来負担比率が４４．４％

と、依然として高い水準にあります。

このような厳しい財政事情のもと、町税等の収納率の向上に努めるとともに、国・県補助金や有利

な財政支援措置を伴う過疎対策事業債などを有効的に活用するなど、積極的な財源確保が必要になり

ます。また、将来にわたって安定した持続可能な財政基盤を構築するため、計画的な財政運営を図る

ことが重要になります。
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表１－２（１）町財政の状況 （単位：千円）

区 分 平成22年度 平成27年度 令和２年度

歳 入 総 額 Ａ 9,622,744 9,273,081 10,343,529

一 般 財 源 5,503,087 5,690,784 5,635,836

国 庫 支 出 金 1,024,993 432,355 2,191,527

都道府県支出金 746,284 716,030 394,205

地 方 債 944,200 835,548 878,200

うち 過 疎 債 75,200 263,100 324,000

そ の 他 1,404,180 1,598,364 1,243,761

歳 出 総 額 Ｂ 9,205,526 8,779,842 10,078,058

義 務 的 経 費 3,811,458 3,479,773 3,519,814

投 資 的 経 費 1,939,636 1,246,813 1,303,389

うち普通建設事業 1,939,636 1,246,813 1,303,389

そ の 他 3,203,042 4,053,256 5,254,855

過疎対策事業費 251,390 343,797 418,657

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 417,218 493,239 265,471

翌年度へ繰り越すべき財源 Ｄ 70,951 74,587 69,913

実質収支 Ｃ－Ｄ 346,267 418,652 195,558

財 政 力 指 数 0.439 0.411 0.401

公 債 費 負 担 比 率 23.9 15.8 16.7

実 質 公 債 費 比 率 16.6 12.4 11.4

起 債 制 限 比 限 率 － － －

経 常 収 支 比 率 81.6 90.5 89.0

将 来 負 担 比 率 120.6 65.5 44.4

地 方 債 現 在 高 10,564,336 10,487,092 11,358,204

表１－２（２）主要公共施設の整備状況

区 分 昭和45 昭和55 平成２ 平成12 平成22 平成25 令和２
年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末

市 町 村 道

改 良 率 （％） 4.4 22.4 20.3 29.1 34.8 34.2 36.5

舗 装 率 （％） 0.7 25.0 51.0 62.7 65.3 65.0 68.4

農 道

延 長 （ｍ） 192.572 196,525 187,821

耕地1ha当たり農道延長（ｍ） 24.2 134.6 70.4 77.0 － － －

林 道

延 長 （ｍ） 95,766 97,845 102,094

林野1ha当たり林道延長（ｍ） 5.2 14.2 12.4 13.4 － － －

水 道 普 及 率 （％） 75.0 78.6 79.2 89.8 97.9 97.5 98.0

水 洗 化 率 （％） － － － 10.7 51.8 60.1 92.0

人口千人当たり病院、

診療所の病床数（床） 0.5 12.3 9.8 10.5 14.5 14.8 15.6
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（４）地域の持続的発展の基本方針

東吾妻町は、合併後の平成２２年４月に過疎地域の指定が町内一部（旧東村地区）から町内全域

に拡大され、生活環境の整備、産業の振興及び教育施設の整備等、過疎地域自立促進計画により事

業を実施した結果、多くの成果が得られました。

しかしながら、若年層の流出に伴う人口減少や出生率低下による少子高齢化は、現在も進行して

いる状況にあります。

このような状況を踏まえて東吾妻町では、地域が有する優位な資源及び歴史・文化等を活かした

魅力ある地域づくりを進めるとともに、安全で暮らしやすさを実感できるよう生活環境の整備・充

実を進めることが必要です。

このため、本計画においては、「住民が誇りをもって暮らすまち」を目指す将来像として策定し

ている東吾妻町第２次総合計画の「まちづくりの基本目標」に即して地域の実情に応じた施策を展

開し、地域の持続的発展に取り組みます。

また、持続可能な開発目標（SDGs）については、まちづくりのさまざまな面と関係性があるため、

今後、施策を取り組む中で、この視点を踏まえ推進することが地域の持続可能なまちづくりにつな

がると考えます。

なお、計画の前提となる課題と、解決に向けた方針を次のとおり掲載します。

◆計画課題

① 人口減少と少子高齢化社会への対応

東吾妻町では、人口減少や少子化・高齢化が急速に進行しており、中学校の統廃合、鉄道や路線

バスなどの公共交通体系の変化、遊休農地、空家、有害鳥獣被害の増加など、すでに様々な方面で

影響が見られます。

人口減少は今後も続くことが予想され、中でも、若年層の流出割合が大きく少子化の主な要因と

なっていることから、人口流出の防止と人口流入の推進を図るため、各種対策を講じ若い世代が安

心して結婚・出産・子育てができる環境づくりが必要です。

また、高齢化社会においては、高齢者が住み慣れた地域で、それぞれの状況に応じた役割を担い、

自立した生活を安心して続けられる仕組みや支援体制の整備が求められています。一方で、ひとり

暮らし高齢者や高齢夫婦のみの世帯が増加し、日常生活において支援が必要な高齢者も増加してい

る状況です。

② 自然環境を活かした生活環境の整備

東吾妻町は、吾妻川が東西に流れ、温川や箱島湧水などの清流に恵まれた水と緑と渓谷の美しい

自然景観を形成しています。この豊かな自然環境を保全するとともに適切な活用を行い、各地域の

特色を生かした快適な生活環境づくりが求められています。

また、生活環境の整備には、安全な上水の安定供給、適切な汚水処理による衛生環境の整備、鉄

道・バスの利便性の確保や幹線道路、生活道路の整備など社会基盤の整備充実が重要であり、住民

の暮らしを支えるためにも推進していく必要があります。

③ 産業の活性化

東吾妻町は、農林畜産業や伝統産業などにより発展してきましたが、農業従事者の高齢化や後継

者不足、労働人口の減少や消費規模の縮小が見られ産業構造の維持が難しくなっています。

農業については、農地集積や土地改良事業等の農業基盤の整備とブランド化の推進、林業につい

ては、森林の多面的機能の維持と木材の安定供給体制の確立、商工業については、他産業との連携

による活性化の推進、観光については、必ず立ち寄りたい観光地づくりなど、各産業の活性化を推

進する必要があります。また、新規就労者の支援や新産業の創出を促進することが重要です。

④ 広域交流の促進

東吾妻町は、歴史資源や文化資源、祭とともに、自然に支えられた独自の文化を育んできました。

また、町営温泉施設や吾妻渓谷温泉郷、浅間隠温泉郷などの温泉にも恵まれ、真に心と身体を癒

せる場所としての魅力があります。

今後、まちの魅力を高めるためには、これらの資源を最大限に活用しながら、交流都市や大学等

との交流を推進し、様々な連携と協力により互いに活かし合える関係の継続・発展を図る必要があ

ります。

⑤ 安全で安心できる地域社会の形成
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安全で安心な生活は、住民生活にとって基本となるものです。そこで、防災・防犯・交通安全の

ための基盤整備を推進するとともに、住民と行政の協働による災害に強いまちづくりや交通安全対

策、防犯対策の推進と、安全・安心な地域づくりの構築を図る必要があります。

⑥ 行政改革の推進

地方分権が進む中、地方自治体には、少子高齢化の進行、行政需要の多様化など社会経済情勢の

変化に自らの責任と判断で一層適切に対応することが求められます。また、人口減少に伴う財政規

模の縮小が想定されることから、これまで以上に効率的な財政運営と組織運営が求められており、

限られた財源を最大限活用する中で、行政サービスの維持向上に努めていく必要があります。

◆まちづくりの基本目標

① みんなで創る協働のまち（住民と行政の協働）

住民一人ひとりが誇りを持って、地域活動や交流事業に積極的に参画するケースが多くなってき

ています。そこで、住民と行政の協働によるまちづくり体制を基礎とする「東吾妻町まちづくり参

加条例」を制定し、まちづくりの主役である住民の積極的な社会参加をさらに促進し、自己決定、

自己責任のまちづくりを推進するとともに、あらゆる活動に男女が等しく参画する男女共同参画社

会の形成を目指していきます。

また、住民に対する情報公開を積極的に行い、地域に開かれた住民参画による行政運営を進める

必要があります。

さらに、国や地方の財政は今後一層厳しくなり、東吾妻町においても厳しい財政運営が予想され

ますが、限られた予算を重点配分し、スリムで効果的な財政運営を住民とともに進めていきます。

② 安全で暮らしやすいまち（社会基盤の整備）

東吾妻町は、全ての住民が安全で暮らしやすさを実感できるように、自然環境を保全し社会基盤

の整備・充実に努めていきます。

この地域の豊かな自然は、私たちの生活環境にうるおいを与えるのみでなく、各産業を結びつけ

る大きな資源であり、次世代に引き継ぐべきかけがえのない財産であることを確認し、自然に優し

い社会基盤の整備を図っていきます。

また、幹線道路網と生活道路の整備に努め、産業や観光、交通弱者や防災面も考慮した道路整備

を図っていきます。

さらに、住民生活や地域間交流などの基盤となる公共交通体系の再編や、情報通信基盤の効率的

な維持管理と情報通信技術（ＩＣＴ）の活用による住民の情報格差の解消を推進するとともに、住

民が利用しやすい公共施設の整備と維持管理を図っていきます。

一方、行政と住民の協働のもと災害に強いまちづくりや交通安全対策、防犯対策を推進し、安全

で安心して生活できる環境づくりに努めていきます。

③ 自然と調和した暮らしができるまち（生活環境の向上）

豊かな自然と共生しながら、うるおいのある生活環境の中で安心して暮らすことは、住民の日常

生活の基本であり、共通の願いです。

そこで、名水や澄んだ空気、渓谷の緑、彩り豊かな花、ホタルなどの野生動植物などとの共生を

図り、快適な環境づくりを進めていきます。

また、地球環境の問題を意識した低炭素・循環型社会の形成に向け、廃棄物の軽量化・再利用・

再資源化の促進や、環境保全・環境美化活動の強化を図っていきます。

さらに、化石燃料使用量の削減と再生可能エネルギーの導入を促進し、地域全体での温室効果ガ

ス排出量削減を推進します。

④ 大地の恵みを活かした活力あるまち（産業の振興）

東吾妻町では、こんにゃくや花卉、野菜、果樹、畜産など、農林畜産業が基幹産業となっていま

すが、農業従事者の高齢化や農業後継者の減少、耕作放棄地の増加、有害鳥獣による被害などが進

んでいます。

そこで、立地条件や統制を活かし、継続的な発展を目指す地域の産業づくりを育成していきます。

そのために、観光資源を活かした取り組み、各産業を担う人材の育成や起業・新分野への進出への

支援、農業や観光を中心とした各産業間の連携の促進、情報通信網を活かした施策、都市との交流

により消費者との関係を深め、生産・流通において本物志向に対応できる産業基盤の整備などを図

っていきます。
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⑤ 元気な声と笑顔があふれるまち（保健・医療・福祉の充実）

少子高齢化・核家族化の進行・若年人口の流出により、一人暮らしの高齢者世帯や高齢夫婦のみ

の世帯が増加しています。さらに女性の社会進出が進む中、住民が健康で互いに助け合い誰もが安

心して暮らすことの出来る環境づくりが大きな課題となっています。

これまで、住民と行政の協働により保健・医療・福祉の環境づくりを進めてきましたが、「健康

福祉のまち」を目指すことは住民の大きな願いとなっており、より一層の保健・医療・福祉の充実、

環境整備が望まれています。

そこで、全ての住民が健康で明るく暮らすことが出来ることを基本とし、保健・医療・福祉の連

携強化と充実に努めるとともに、住民がともに支え合う福祉社会を目指していきます。

また、安心して子育てができるとともに、子どもたちがのびのびと育ち、高齢者が生き甲斐を持

ち、さらに障害のある人もない人も、誰もが将来に希望を持って暮らすことができるまちを目指し

ていきます。

⑥ 豊かな心を育む学びのまち（教育・文化の充実）

東吾妻町は、住民の誰もが心身ともに健康で、生きがいをもって暮らすために、生涯にわたり自

ら学び続けることのできる学習環境の整備を推進するとともに、未来を担う人材の育成として青少

年の健全育成を通して、創造性豊かな人づくりを推進していきます。

また、子どもたちの個性を伸ばし、豊かな心を育むとともに、全国・世界を舞台に活躍し、未来

のまちを担う人づくりに向け、地域社会の教育力再生を図り、家庭、地域、学校、行政が連携して

しなやかな生きる力を育む学校教育を推進していきます。

生涯学習や生涯スポーツは、学び楽しむ人々の心を豊かに育んでくれます。そして活躍の中で得

られた学習やスポーツの体験は、まちづくりに還元され、活力あるまちづくりの財産となるため、

生涯学習や生涯スポーツの環境整備を推進していきます。

一方、地域間や世代間の交流・連携を促し、東吾妻町の一体化、地域のふれあいや活気を創り出

すことに努め、東吾妻町の発展と地域間の格差是正を図り、地域内外の交流社会の実現を一層推進

していきます。

⑦ 健全財政に向け徹底した改革に取り組むまち（行財政改革の推進）

健全で持続可能な財政基盤を確立するためには、行財政計画をこれまで以上に積極的に推進する

とともに、町税の徴収体制の強化や各種基金の計画的な積立てと適正な運用が重要です。

また、厳しい財政状況下においても、質の高い行政サービスを効果的・効率的に提供し続けるた

め、情報通信技術（ＩＣＴ）の活用や民間委託の推進など、さらなる業務改善が必要です。

公共施設の維持管理については、公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の見直しと効率的

で利便性の高い施設の維持管理を推進します。

（５）地域の持続的発展のための基本目標

（４）地域の持続的発展の基本方針に基づき、本計画全体に関する基本目標として「人口に関する目

標」を次のとおり設定します。

【人口に関する目標】

「東吾妻町第３期まち・ひと・しごと創生総合戦略人口ビジョン」では、目指すべき将来人口目標と

して、令和２２（２０４０）年時点において１０，０００人の人口を維持することを目標としました。

この推計に基づき人口に関する目標を以下のとおり定めます。

区 域 現状人口 目標人口

令和７年度末 令和１２年度末

東吾妻町全域 １１，９２７人 １１，８０２人

※外国人人口を含む

（６）計画の達成状況の評価に関する事項
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本計画の達成状況について適切に評価をおこない、その評価結果に基づき事業の改善等が重要となり

ます。東吾妻町では、毎年度実施する事務事業評価において事業の実施状況や効果等について評価をお

こないます。

（７）計画期間

計画期間は令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。

（８）公共施設等総合管理計画との整合

東吾妻町における公共施設等の全体を把握するとともに、公共施設等を取り巻く現状や将来に

わたる課題等を客観的に整理し、長期的な視点を持って公共施設等の総合的かつ計画的な管理を

推進することを目的として東吾妻町公共施設等総合管理計画を策定しています。

今後、過疎対策を進めるうえで本計画と東吾妻町公共施設等総合管理計画との整合を図り、次

に記載する公共施設等の管理に関する基本的な考え方（方針）に沿って推進するものとします。

①点検・診断及び安全確保の実施方針

日常的・定期的な点検や診断を導入することにより、損傷や故障の発生に伴い修繕を行う

「事後保全」から、機能の低下の兆候を検出し、事前に使用不可能な状態を避けるために行う

「予防保全」に転換し、計画的な保全に努めます。点検・診断にあたっては、今後も維持して

いく施設を対象として「法定点検」（施設の規模や設備の性能等に応じた規定に従い、専門的

知識を有する者や有資格者が行う点検）と「自主点検」（施設管理者が目視等で行う簡易的な

点検）を組み合わせて実施することにより、建築物や設備の機能を維持していくことを基本と

します。

点検・診断の結果、劣化状況などから危険性が認められた施設については、施設の利用状況

や優先度を踏まえ、更新、改修、解体等を検討します。

また、供用廃止となっている公共施設や、今後利用する見込みのない施設については、周辺環

境への影響を考慮し、解体、除去等を検討し、安全性の確保に努めます。

インフラ施設は住民生活の基盤となる施設であり、利用者の安全性の確保や安定した供給・処

理が行われることが極めて重要です。そのため、定期的な「点検」、「診断」の結果に基づき

必要な「措置」を行い、その結果得られた施設の状態等を「記録」し、次の点検・診断に活用

するメンテナンスサイクルを構築し、効率的な維持管理を推進します。また、このような取り

組みにより維持管理費用の縮減・平準化を図ります。

②維持管理・修繕・更新等の実施方針

各施設における部位・部材等の修繕周期及び前述の点検・診断結果を踏まえ、適切な時期に

修繕を実施することにより機能の維持に努めます。

施設の更新にあたっては、人口の動向や地域の需要、周辺施設の立地状況及び類似施設の状

況等を踏まえ適正な規模を検討するとともに、機能の複合化や集約化を検討し、効率的な施設

配置を目指します。民間事業者との連携も選択肢として視野に入れながら、効率的な施設の運

営や行政サービスの維持・向上を図ります。また、省エネ対応機器等の導入によりトータルコ

ストの縮減に努めます。

インフラ施設は、費用対効果等を考慮し、施設の更新及び維持保全を計画的に実施していき

ます。施設の整備や更新にあたっては、長期にわたって維持管理しやすい素材を使用するなど

の改善を図ります。

③耐震化及び長寿命化の実施方針

本町が保有する旧耐震基準の公共施設のうち、学校以外の施設の建築物は耐震化未実施とな

っています。それらの施設は利用状況等を踏まえながら、施設の継続利用若しくは他施設との

複合化、廃止等の方針を検討します。検討の結果、今後も保有していくとした施設については、

計画的に耐震化を進めます。

新耐震基準の施設などの今後も継続して保有していく施設については、点検結果を踏まえな

がら計画的な修繕や改修を実施し、施設の長寿命化を図ります。

インフラ施設は、利用者の安全性確保や安定した供給が行われることが極めて重要です。その

ため、各施設の特性や緊急性、重要性を考慮のうえ、点検結果に基づき耐震化を推進していき

ます。

本町では、「東吾妻町公営住宅等長寿命化計画」、「東吾妻町橋梁長寿命化修繕計画」を策
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定しており、これら計画の推進に努めるとともに、今後新たに策定する長寿命化計画について

は、本計画における方針と整合を図るものとします。また、財政状況も考慮し、他施設の動向

と相互調整を図りながら計画を推進していきます。

④統合や廃止の推進方針
現在十分に利用されていない施設や将来的に利用が見込めない施設などについては、人口構

成の変動や財政状況等を踏まえながら、客観的な視点から保有の必要性を検討します。施設の

統合や廃止により生じる跡地は、売却等の処分により、将来的に維持していく施設の維持管理

・整備費用のための財源確保として活用を図ります。

インフラ施設については、社会状況の変化や住民のニーズ、財政状況等を考慮し、中長期的

な視点から必要な施設の整備を計画的に行います。また、必要に応じて整備計画の見直しを実

施します。

⑤総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針

・庁内における意識啓発

公共施設等マネジメントを推進していくためには、職員一人ひとりがその意義や必要性を理解

して取り組んでいく必要があります。

そのため、研修会の開催等により、庁内でのマネジメント意識の共有を図ります。

・民間事業者との連携

公共施設等マネジメントを推進していくうえで、運営経費の適正化と行政サービス水準の維

持・向上を両立させていくことが極めて重要です。今後、民間活用による効果が期待できる施

設については、指定管理者制度やＰＰＰ、ＰＦＩ等の導入を検討し、事業の効率化や行政サー

ビスの充実を図ります。

・住民との情報共有

公共施設等マネジメントの推進にあたっては、実際に住民が利用する施設の規模縮小や廃止

等も視野に入れて検討を行うことから、受益者である住民の理解が必要不可欠です。

そのため、本町が直面する状況を認識し、公共施設のあり方を考えてもらうため、本町の財

政状況や公共施設等の保有状況について広報紙やホームページなどの手段を用いた情報公開を

検討していきます。
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成

（１）現状と問題点

① 移住・定住の促進

東吾妻町の総人口は、１９５０年（昭和25年）の３０，０８２人をピークとして減少に転じており、

２０２５年（令和７年）現在１１，９２７人となっています。また、年少人口（１５歳未満）及び生産

年齢人口（１５歳～６４歳）は、１９８０年（昭和５５年）以降、一貫して減少傾向にあります。一方、

老年人口は１９８０年（昭和５５年）以降一貫して増加傾向にあり２０２５年（令和７年）現在４５．

１パーセントを占めており、急速に少子高齢化が進んでいます。

このまま、年少人口及び生産年齢人口の減少が進行すれば、産業・経済、地域社会、行財政運営など

様々な場面で悪影響を及ぼすことが予想されています。

本町の機能を維持していくために、移住者を含め、全ての町民が「住んでみたい、住み続けたい」と

感じることが出来るようにするための環境づくりが求められています。

また、町内外の企業や団体、連携に関わる包括協定を締結している東洋大学、友好都市である東京都

杉並区など、多様な主体との連携により、支え合う関係（関係人口）づくりを促進し今後のまちづくり

への活用が求められています。

② 地域間交流の促進と人材育成

過疎地域と都市との交流は、地域経済の活性化や関係人口の拡大による地域活性化に繋がることから、

積極的な取り組みが必要です。

東吾妻町では、東京都杉並区と友好協定を締結し、杉並区の各イベントに併せた、農産物・民芸

品等の直売や阿波おどりへの参加等の文化交流の他、スポーツを通じた交流も盛んに行ってきました。

さらに、当町出身で若くして台湾へ渡り事業の傍ら基隆市の発展に尽くした石坂荘作氏の縁を生かし

て台湾の基隆市と交流を始めました。令和６年７月には海外派遣事業として東吾妻中学校の３年生８名

が現地中学生と交流を行いました。今後は、幅広い世代・分野の交流と連携がより一層求められている

ため、各交流の拡充に引き続き取り組む必要があります。

しかし、イベント等における活動や人的交流を支える住民主体の団体のメンバー減少や高齢化が深刻

化しており、活動の継続が危惧されています。町の広報紙等も活用した団体の紹介やメンバー募集の情

報提供等など、より多くの住民が参加できるよう推進する必要があります。

過疎地域の持続的発展には、地域社会の担い手となる人材の育成が不可欠であります。町内では様々

な団体が地域づくり活動に取り組んでいますが、若年層の人口流出や地域リーダーの高齢化により地域

の担い手不足は加速しています。

東吾妻町では、平成２６年より地域おこし協力隊員の受け入れを開始し、農業や観光など様々な分野

で活動しています。任期終了後は町内への定住や事業展開に繋がっており、今後は地域の担い手として

活躍が期待されています。

（２）その対策

① 移住・定住

東吾妻町では、少子化・高齢化や人口減少が進行する中、住民が誇りを持って暮らし続けられるま

ちづくりを実現するために具体的施策をまとめた、「東吾妻町まち・ひと・しごと総合戦略」を策定し

て取り組みを進めています。目指すべき人口ビジョンとして２０４０年に１０，０００人の人口維持、

人口減少対策の方向性として２０～３９歳までの若年層世代の人口増の実現を目標として以下の取組み

を行います。

（ 東吾妻を知ってもらう ）

観光振興によるまちの魅力向上を図り、本町を知り、訪れる人々と継続的に関わり関係人口を創出し
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ます。

（ 東吾妻町で働くことができる ）

地域の特性を活かした産業の振興と雇用の創出・拡大を図ります。農林漁業の担い手の育成、町内で

の起業を促す支援を実施します。

企業誘致、町内で働く人々の町内での居住をかなえる環境づくりや空き家・空き地などを活用した事

業展開とともに、誰もが働きやすく、持続可能な地域の産業構造の構築と雇用確保を促進します。

（ 東吾妻町で住みたくなる ）

「住みたい」「住み続けたい」環境づくりに向け、東吾妻町都市計画マスタープランに基づく計画的

な都市基盤の整備と土地利用、町営住宅等の整備と活用などを進めます。また、町外からの移住を促進

するため、移住サポーターによる相談対応や情報提供、体験移住施設の活用、住宅新築時の経済的支援

などを引き続き推進します。

（ 東吾妻町で家族を持ちたくなる ）

安心して子どもを産み育てることができ、子どもたちが心身ともに健やかに成長できるよう、子育て

支援サービスと経済的支援の充実、子育て支援に関する情報の町内外への発信とＰＲを推進します。

② 地域間交流の推進と人材育成

・地域間交流は、青少年や特定の団体がその主体となっていますが、今後は様々な世代・分野へ交流の

輪を広げられるように推進していきます。

・様々な「地域づくり」に取り組んでいる地域や団体との交流を推進していきます。

・東京都杉並区との間で、幅広い世代・分野の交流をこれまで以上に積極的に実施していきます。

・中学生を対象とした台湾・基隆市との交流事業を継続し内容の充実を図ります。また、webを活用し

たオンライン交流を進め、友好関係を築いていきます。

・地域おこし協力隊の受け入れを推進し、その活動を通した地域振興や交流の促進を図り、人材の育

成に繋げます。また、任期終了後の事業展開の支援や町内定住を促進します。

（３）計画

事業計画（令和８年度～令和１２年度）

事 業 名
持続的発展施策区分 事 業 内 容 事業主体 備 考

(施 設 名)

１ 移住・定住・人 (１)移住・定住 宅地造成事業 東吾妻町
材育成

(４)過疎地域持続 移住相談窓口の設置・推進事業 東吾妻町

的発展特別事業 ・事業内容
移住サポーターを設置するこ

移住・定住
とにより町外からの移住・定住
希望者の受入体制の整備を図
る。

・事業の必要性
移住者及び移住希望者に寄り

添ったサポート体制が必要なた
め。

・事業効果
移住・定住者の促進

お試し移住用住居管理事業 東吾妻町

・事業内容
空き家バンクに登録された物

件を町で借り上げ実際に住んで
もらい移住を検討してもらう。
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・事業の必要性
実際に住んでもらうことで住

み心地や土地の魅力を体感して
もらい移住を推進する。

・事業効果
移住定住者の促進

移住支援金 東吾妻町

・事業内容
首都圏から町内への移住者に

移住支援金を支給する。

・事業の必要性
少子高齢化が進む中、移住に

係る一時的な経済負担の軽減を
図ることで首都圏からの移住促
進を図るとともに地域の活性化
に資する人材を確保するため。

・事業効果
首都圏からの移住定住者の促

進

定住促進事業住宅取得奨励補助 東吾妻町
金

・事業内容
新たに住宅の取得を行う若者

及び若者夫婦世帯（４０歳未
満）に対し、住宅取得に要した
経費の一部を補助する。

・事業の必要性
若者や子育て世帯の定住促進

と地域の活性化を図る。

・事業効果
生産年齢人口の増加
人口減少の抑制

勤労者住宅建設資金利子補給事業 東吾妻町

・事業内容
勤労者の住宅建設資金に対し

利子補給の措置を講じる。

・事業の必要性
住宅建設を促進し、福祉の向

上を図る。

・事業効果
定住促進、人口減少の抑制

木造住宅耐震診断者派遣事業 東吾妻町

・事業内容
旧耐震基準により建築された

木造住宅に耐震診断者を派遣し
耐震診断を実施する。

・事業の必要性
現在の家屋の耐震性能を把握

し、必要に応じて耐震改修を行
う判断基準となる。

・事業効果
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耐震改修工事を行うための、
判断基準の把握

地域間交流 杉並区交流事業 東吾妻町

・事業内容
阿波おどりを通じた交流

・事業の必要性
文化交流により、友好関係

に寄与するもの。

・事業効果
友好関係の強化

台湾・基隆市交流事業 東吾妻町

・事業内容
東吾妻町と歴史的ゆかりのあ

る台湾・基隆市に中学生を派遣
し現地中学生との交流により、
異文化交流や海外の自然・文化
等を体験する。

・事業の必要性
町内生徒の語学学習やグロー

バル化への意識を高めるため、
また自らの優れた能力を大きく
伸ばすきっかけとするため。

・事業効果
国際感覚や広い視野を持つ人

材の育成

その他 空家等対策協議会 東吾妻町

・事業内容
空家等に関する対策を総合的

かつ計画的に実施するために設
置する。

・事業の必要性
空家等の適正管理及び利活用

に関する施策を実施することに
より町民の生命、身体及び財産
を保護するとともに、安全かつ
快適な地域社会を作る必要があ
るため。

・事業効果
生活環境の保全及び空家等の

活用の促進
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３ 産業の振興

（１）現況と問題点

① 農業

令和２年現在、東吾妻町の総農家戸数は１，２８２戸で、耕地面積は１，７４０haである。水稲（１

１２ha）、こんにゃく（１０３ha）、花卉（２０ha）、養豚（４３，５７６頭）、採卵鶏（１，７９６

千羽）が主要な品目となっています。基幹作物であるこんにゃくは消費の低迷や経費の高騰により価格

の低迷が続き、飼料価格の高騰や異常気象による畜産物への影響は大きく、加えて少子高齢化による農

業従事者の高齢化と後継者不足、農家数の減少など多くの課題を抱えています。

また、傾斜地の多い立地特性から、平坦地域と比べて農業の生産状況の不利な地域が多く、担い手の

減少、遊休農地の増加等により多面的機能の低下が懸念されています。さらに野生鳥獣による農作物被

害は、毎年発生しており被害範囲も拡大傾向にあります。このことは、経済的損失のみならず耕作者の

生産意欲の減退により、遊休農地の更なる増加につながりかねないため、適切な対策が求められていま

す。

一方、自給的農家による野菜の販売が、直接収入に結びつく事から始まった農産物直売所は、順調な

経営を維持しています。併せて、交流自治体での農産物販売交流、出品者間や生産過程においての交流

が図られ、地域おこしや生きがいづくりに結びついています。

ほ場整備は、団地の整備が東地区ではほぼ完了していますが、岩島・坂上地区を中心に未整備地区も

多く、今後も事業化が進むことが想定されます。

農道は農業生産を高めると同時に、集落間の生活道路としても重要な役割を担っていますので、引き

続き整備をする必要があります。比較的耕地規模の小さい急傾斜地帯の整備が遅れており、農道の整備

により生産性の合理化と省力化の面で改良整備を図る必要があります。また、用排水路も素掘り水路が

多く引き続きＵ字溝等に整備をしていく必要があります。

さらに、農家を取り巻く労働環境は依然として厳しく、農村集落の生活環境も立ち遅れているため、

生産基盤整備と併せた改善が求められています。

② 林業

東吾妻町の森林面積は令和２年現在、１９，７３３haで、町域全体の７７．７％を占めます。その内、

民有林面積は１２，５５０ha、スギやヒノキの人工林率は５９．９％を占め、そのほとんどが戦後に植

林されたため、森林整備が緊急の課題となっています。間伐等による発生材は、森林組合を通して出荷

と共同販売を行っていますが、木材価格の低迷により十分な所得が得られません。そのため間伐等の森

林整備の遅れを引き起こしています。さらに、林業従事者不足と相まって、手入れの行き届かない過密

林が増加し、保水機能や国土保全機能の低下が懸念されるなど、林地の荒廃は深刻な問題となっていま

す。このため、森林整備計画により地域の特徴を踏まえた森林整備を推進し、地域の理解と協力を得て

適切な森林整備に努める必要があります。森林資源の有効活用、林産物の消費拡大、付加価値化による

安定した収入確保を目指した施設整備等が課題となっています。

また、林道や作業道は、作業機械の大型化が進む中で、既存の作業道の二次改良や新たな林道・作業

道の開設等の路網整備を行う必要があります。

野生動物による森林被害は農作物被害同様に増加傾向にあります。山林内の樹木の皮剥などの報告が

あり、シカや野猿・イノシシなどの目撃情報も数多く寄せられています。農業関係者と連携を図り捕獲
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駆除の対策を進めていくことが求められています。

森林は木材を供給するだけではなく、水源の涵養や治山・治水など多面的な機能を有しています。特

に近年では、局地的な豪雨による山地災害や下流域への影響が懸念されており、このような機能を維持

するためにも適切な森林管理を進めることが必要です。

③ 水産業

山間の清流に恵まれた東吾妻町は、吾妻川、温川をはじめとして多くの河川に漁業権が設定されてお

り、県下でも好漁場となっています。

漁種もヤマメ、イワナ、マス、ウグイ等豊富であり、吾妻漁業協同組合により内水面漁業が営まれて

います。

水産業は東吾妻町の資源を活用した産業であり、また今後の観光開発に際しての魅力づくりにもつな

がるため、漁場開発を促進して振興を図る必要があります。

④ 商業

東吾妻町の商業規模は、令和３年現在、卸・小売店軒数１３２軒、従業員数９５２人、年間販売額２，

２５５，２００万円であり、平成２６年と比較すると、卸・小売店件数は１５軒減少と従業員数は１３

人減少していますが、年間販売額は５１，１９３万円増加しています。

人口減少や少子化・高齢化が進む中、後継者不足や担い手の減少が深刻化しており、地域経済や住民

の生活に対する影響が懸念されています。

また、商店は原町地区の市街地に集中していましたが、空き店舗の増加や商店街の密度低下により、

中心市街地としての機能はさらに弱体化しています。

一方、ＪＲ群馬原町駅北側の大型商業施設は、引き続き町内外からの集客力を維持しており、吾妻郡

内の買い物拠点としての役割を果たしております。

これらの状況は、大型店と地元小売店との競合を招くなど、地元商業の経営環境を極めて厳しくして

おり、抜本的な再生策の検討が急務となっています。

また、高齢化世帯の増加により、郊外型店舗へのアクセスが困難な住民も増加しており、商店街の再

生がくらしを支える鍵となっています。空き店舗を活用した生活必需品の提供や地域コミュニティの形

成など、商店街の新たな役割が求められています。

さらに、デジタル技術の活用や、オンライン販売の活用も重要な課題です。品揃えや接客対応、商品

知識の向上に加え、地域内の事業者同士の連携や協業による競争力強化が求められます。

⑤ 工業

東吾妻町の工業は、従来は木材加工を主体に成り立っていましたが、昭和３７年には流出の続く若年

層の定着、農家の余剰労働力吸収を目指して工場設置奨励条例を制定すると共に、さらに昭和４７年に

は農村地域工業等導入促進法による地区の指定を受けて、企業誘致を進めてきました。

町内には川戸地区に工場適地が設定され、昭和４５年より照明器具、紙工、自動車、電機部品などの

大規模工場が進出しました。令和元年現在、町の工業は、事業所３５、従業者数１，８１９人、年間の

製造品出荷額等３，９８３，７８８万円で、従業員１人当たりの出荷額は、２，１９０万円となり、吾

妻郡内で最も高い生産規模と生産性をもつに至っています。

しかしながら、過疎化や高齢化の進行、農家の兼業化の進展により、地域の労働力確保が課題となっ
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ており、今後も企業誘致態勢の強化と新たな産業分野の導入が求められています。町としても、支援

制度の充実を図り、中小企業の設備投資や生産性の向上を後押ししていく必要があります。

また、東吾妻町は地勢的制約により利用可能地が限られるため、工場用地と農地等のバランスを考

慮した土地利用の調整が必要です。

このため、都市計画用途地域及び工場適地の活用等により、計画的な工場用地の確保を図る必要が

あります。

⑥ 観光

東吾妻町は、豊かな自然と歴史に恵まれた地域であり、多彩な観光資源を有しています。

自然資源としては、岩櫃山、浅間隠山、名勝吾妻峡、箱島湧水、箱島ホタル保護地、浅間隠温泉郷、

吾妻渓谷温泉郷、榛名山麓と榛名湖、あづま森林公園キャンプ場、温川の渓流釣りと温川キャンプ場な

どがあります。

歴史資源としては、戦国時代の名城である岩櫃城跡と岩櫃山、大戸関所跡などが中心となっています。

しかし、周辺には草津温泉等の大型観光地をひかえているため、観光地としては目立たない状況にあり

ます。加えて近年の交通網の発達とマイカーの普及により観光客の行動圏が拡大しているため、入り込

み客数は伸び悩みの傾向にあります。

また、町の各拠点は分散しており、客層も温泉、レクリエーション、研修等それぞれ異なるため、観

光地としてのテーマ性に欠け回遊性からも十分な観光素材となっていない状況です。これらの点からも

滞在型の観光エリアとなりにくい立地性があるゆえ、町全体での観光推進体制の確立を困難にしていま

す。

一方で、NHK大河ドラマ「真田丸」の放映を契機に、真田氏ゆかりの岩櫃山や、吾妻忍者の存在が注

目され、岩櫃城周辺の観光客が増加しました。これを一過性のブームに終わらせないためにも、「忍

者」を核とした観光コンテンツの整備が重要となっています。令和３年には岩櫃真田忍者ミュージアム

「にんぱく」が開館しさらに、道の駅「あがつま峡」における忍者コンテンツの自主事業開催など、体

験型観光に注力した事業に注目が集まっています。

また、八ッ場ダム建設に伴い付け替えられた旧ＪＲ吾妻線の線路敷を活用した自転車型トロッコ「ア

ガッタン」が令和３年より本格営業を開始し、体験型観光の新たな目玉となっています。国指定名勝吾

妻峡では、遊歩道整備が進み、道の駅「あがつま峡」との連携により観光客の誘致が期待されています。

さらに、八ッ場ダムエレベーターなどを活用した長野原町とのダム上下流の観光連携も進めており、よ

り広域的な観光振興が図られています。

歴史と自然豊かな東吾妻町には、近年の大都市住民の自然志向が、ふるさと志向の高まりに対応して

活用し得る資源が数多く存在します。このため、関越自動車道や上信自動車道等高速交通時代に対応し

た首都圏最寄りの魅力ある観光レクリエーションの受け皿とするため、観光資源の掘り起こしと、観光

素材の磨き上げを図りつつ、ＳＮＳを活用した情報発信体制の確立と展開を行い、地域内の周遊促進の

きっかけづくりを進め、観光を町の経済活性化の柱の一つとして育成していくことが求められています。

（２）その対策

① 農業

・農地の多角的な活用と労働力の省力化・労働環境の改善のため、ほ場整備事業の推進と対象から外れ

た農地の整備や農道・用排水その他の基盤整備を推進します。併せて、担い手への農地集積・集約化、
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生産の協業化、作業の共同化、機械化を推進し、生産性向上による安定した収入確保を推進します。

・新規就農者等に対する情報提供などの支援を推進し、農業後継者の確保・育成に努め、後継者不足な

どに起因する耕作放棄地の増大を防止するためにも、中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払交付

金事業などの推進により、中山間地域の農業・農村が持つ多面的機能の維持を図ると同時に、多用な担

い手の確保や定住条件の整備に努めます。

・ロボット、ＡＩ、ＩｏＴなどの先端技術を活用し、作業の自動化、省力化、情報共有の簡易化、デー

タの活用などこれらの効果を得られるスマート農業の導入を推進します。

・関係機関と連携しながら、農林水産物やその加工品のブランド化、６次産業化を目指す生産者や農業

団体への情報提供と活動支援を促進します。

・野生鳥獣による農作物被害対策については、耕作地の電気柵設置対策等と併せ、農業者と猟友会の連

携による有害鳥獣捕獲事業を行います。

・農業の生産性向上とともに生活道路として利用度の高い農道の整備を図ります。

② 林業

・森林組合との連携を図りながら、間伐材などの森林資源の有効活用、林産物の消費拡大、付加価値化

による安定した収入の確保を推進し、林業経営や林業後継者の育成に努めます。

・森林の持つ公益的機能の維持増進を図るため「森林経営管理制度」により多様で健全な森林整備を推

進します。

・林道や作業道は機械化や林業経営の合理化を図る観点から、作業道の二次改良や新たな作業道等の開

設を進めるとともに、生活道路として利用度の高い林道の整備を図ります。

・野生鳥獣が増えていることから森林被害が懸念されます。有害鳥獣の個体数調整のため、有害鳥獣捕

獲を行い被害の軽減に努めます。

③ 水産業

・今後の観光開発と平行して、消費地への販路拡大を図ると共に、釣り、味覚等観光への水産資源の活

用を図ります。

④ 商業

・郊外の大型店や他都市への消費者の流出を抑制し、今後の高齢社会における消費者の買い物の利便を

図るため、徒歩圏内の居住区域において買い物ができ、買い物と共に憩いの場所、地域の人々の交流の

場の確保による地域コミュニティの形成が成り立つ形での商業再生に努めます。

・空き店舗の利活用や地域資源を活用した起業や創業に対し支援を図ります。

・観光資源と商店等を繋ぐ周遊ルートの開発をすすめ、観光客が商店に立ち寄る機会の創出を図ります。

⑤ 工業

・農工一体の田園都市の形成を目指して地域特性に合致した企業誘致を進め、雇用の場の拡充、新たな

就業機会の創出に努め、地域経済社会の進展を図ります。

・既存工業の経営振興を図ると共に、第一次産業の振興に合わせて、地域資源を加工する地場産業の育

成に努めます。

・新規参入事業者及び既存の町内事業者が設備投資等をする際の支援制度の充実を図り、合わせて雇用
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の促進を図ります。

⑥ 観光

・水と豊かな自然、歴史と文化の伝承を十分に生かした観光資源の掘り起こしとその活用及び温泉施設

を核とした、観光拠点及びレクリエーション地づくりを目指します。

・吾妻渓谷においては、渓谷散策に訪れる観光客が気軽に立ち寄り、周遊できる環境を作り上げるため、

吾妻渓谷を生かした新たな観光スポットの形成を目指し、渓谷内の遊歩道をはじめ、道の駅あがつま峡

（あがつまふれあい公園）と自転車型トロッコ「アガッタン」を周遊できる環境を整備することにより、

地域交流の場を築きあげ、地域活性化拠点の創出と多角化を図ります。また、八ッ場ダムについては、

上流部の長野原町との連携を図ることで、上下流一体となった観光振興を目指します。

・町営温泉施設については、指定管理者制度を導入しているが、各施設の役割やあり方などを検討しな

がらより効率的な管理運営を目指します。

・観光部門のみならず、地場産農産物や加工品、地元商店等の魅力発信、さらには地域の日常などを、

ＳＮＳを活用して積極的に情報発信を行うことで、広く周知し来町を促します。

①～⑥については、近隣市町村、群馬県及び関係団体と必要な連携を図りながら、各対策を推進します。

（３）計画

事業計画（令和８年度～令和１２年度）

持続的発展施策区分 事 業 名 事 業 内 容 事業主体 備 考
(施 設 名)

２ 産業の振興 (1)基盤整備 農地中間管理機構関連農地整備
群馬県 県営負担金

事業 上の原地区（区画整理）
農業

県単小規模農村整備事業
東吾妻町

農道・用排水路整備

県単小規模農村整備事業
東吾妻町

電牧柵設置

果樹経営支援対策事業 果樹産地
果樹の改植・園地整備 協議会

担い手支援事業 農協､営農
担い手の育成、野菜､果樹､ 組織等
花卉等の生産振興

営農施設等整備補助事業
農業者

施設整備・農機具等の導入

農作物被害（野生動物による）
農業者

対策補助事業
鳥獣害防止柵等の導入

榛名西麓地区農道補修 群馬県 県営負担金

L=10,963m W=5.5(7.0)m

農業用用排水施設維持・整備事 東吾妻町
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業

林業 町有林管理保育 東吾妻町
A=100ha

林道吾嬬山線 開設・舗装 群馬県

L=2,300m W=5.0m

林道北榛名山線 舗装 東吾妻町

L=750m W=5.0m

林道施設（橋梁）長寿命化 東吾妻町
N=4橋

あがつまふれあい公園整備事業 東吾妻町
(9)観光又はレク
リエーション

吾妻渓谷自然公園整備事業 東吾妻町

箱島湧水周辺観光施設整備事業 東吾妻町

観光施設整備事業 東吾妻町
観光案内板、観光施設整備

自転車型トロッコ設備維持管理 東吾妻町
事業

(10)過疎地域持続 東吾妻町
多面的機能支払交付金

的発展特別事業 農地維持・資源向上（共同）
資源向上（長寿命化）

第１次産業
・事業内容

地域の農地、水路、農道等の
保全管理について支払交付金に
より支援実施

・事業の必要性
農村地域の過疎化、高齢化に

伴う農村資源の保全等に関する
負担の増加に対して、活動支援
に寄与するもの。

・事業効果
水路、農道等の保全管理によ

る長寿命化
地域コミュニティによる農村

資源の保全・継承（耕作放棄地
の減少など）

中山間地域等直接支払交付金 東吾妻町
集落協定 １７協定

・事業内容
農用地・農道・水路の維持管

理や鳥獣対策等を行う中山間地
域等の農業集落に対する支援

・事業の必要性
集落で農用地等の継続的な維

持管理を行うことにより耕作放
棄地発生防止効果が見込める。
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・事業効果
耕作放棄地の発生防止
水源涵養、国土保全等の多面

的機能の増進

環境保全型農業直接支払事業 東吾妻町

・事業内容
環境保全に効果の高い営農活

動(有機農業)に対する支援

・事業の必要性
農業分野において地球温暖化

防止や生物多様性保全に貢献す
るため。

・事業効果
自然環境の保全
生物多様性の保全
耕作放棄地の発生防止

商工業・６次産 小口資金保証料補助事業 東吾妻町

業化 ・事業内容
融資を受ける中小企業者の負

担の軽減を図るため、保証協会
が保証料率を通常の保証料率よ
り低率にした場合には、保証協
会に対して、通常の保証料との
差額の２分の１を限度として、
補助を行う。

・事業の必要性
群馬県と提携し、金融機関及

び群馬県信用保証協会の協力を
得て、町内中小企業者の信用力
及び担保力の不足を補う。

・事業効果
小口の事業資金の融資を促進

するとともに、町内中小企業の
振興を図る。

商工業経営振興資金利子補給事業 東吾妻町
小口資金等の制度資金の利子補給

・事業内容
商工業経営振興資金利子補給

金の交付

・事業の必要性
中小商工業者の経営の近代化

等に必要な資金の融資を円滑に
するため、利子補給の措置を講
じ、商工業の振興を図る。

・事業効果

中小商工業の事業継続と拡大

ぐんま技術革新チャレンジ補助 東吾妻町
金

・事業内容
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東吾妻町と群馬県が連携し
て、中小企業が行う新技術及び
新製品に関する開発の推進を支
援するため、新技術・新製品の
開発に要する経費に対して補助
金を交付

・事業の必要性
中小企業者が従来にはなかっ

た機能・性能・用途・意匠・販
路等を有する製品・商品、ある
いは現在の製品・商品と原材料
や生産加工技術等を異にし、そ
の大きな向上が見込める製品・
商品の開発を促進する。

・事業効果
中小商工業の事業継続と拡大

東吾妻町中小事業者持続化及び 東吾妻町
SDGｓ推進補助金

事業内容
町内中小事業者が持続可能な

開発目標を達成するための事業
又は新規顧客獲得のための事業
に対し、その経費の一部を補助
する

事業の必要性
町内中小事業者の事業の継続

及び拡大

事業効果
町内商工業の活性化

商工会運営補助事業 東吾妻町

・事業内容
東吾妻町商工会の運営事業に

伴い発生する諸問題を検討し、
対策等を樹立・実施する活動に
対し、必要な経費の一部を補助
する。

・事業の必要性
商工会の適正な運営

・事業効果
町内商工業者に対するサポー

トの充実

商工会買い物弱者対策補助事業 東吾妻町

・事業内容
商工会が、買い物弱者の買い

物の代行を行う事業に対し補助
金を交付する。
・事業の必要性

買い物弱者の生活を支援す
るため。

・事業効果
町内商店の活性化、生活に不
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安のある弱者の見守り

街路灯維持活動補助事業 東吾妻町

・事業内容
東吾妻町商工会街路灯維持の

活動補助

・事業の必要性
街路灯の維持と夜間の安全対

策のため。

・事業効果
商工業の活性化と夜間の安全

住宅新築改築等補助事業 東吾妻町

・事業内容
町内に本社・本店を有する事

業者を利用した、住宅の新築又
は改修等の費用の一部を補助す
る。

・事業の必要性
住宅建設・改修を促進し、福

祉の向上を図る。

・事業効果
町民の住環境向上
町内商工業の活性化

空き店舗利活用支援事業 東吾妻町

・事業内容
新規出店者が空き店舗を賃借

し、新たに出店をする場合、当
該賃借料の一部を補助する。

・事業の必要性
商業の活性化を図るため、空

き店舗を商業施設等として利用
する新規出店者が行う事業を支
援する。

・事業効果
商業の活性化
雇用創出

企業立地促進事業 東吾妻町

・事業内容
東吾妻町への事業所新設、又

は町内事業者の施設や設備の増
設に対し奨励金を交付する

・事業の必要性
町内産業活動の活性化と雇用

機会の拡大を図る

・事業効果
町内産業の活性化と雇用拡大

観 光 観光キャンペーン・パンフレッ 東吾妻町
ト印刷・グッズ作成・多言語ガ
イド整備事業
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・事業内容
観光キャンペーンに必要なパ

ンフレットＰＲ用品の作成及び
外国人向けの案内整備

・事業の必要性
観光情報の発信体制の強化

・事業効果

海外からの観光客にも対応で
きる観光客誘致及び地域の活性
化

観光協会運営補助金 東吾妻町

・事業内容
東吾妻町観光協会の運営事業

に伴い発生する諸問題を検討し
、対策等を樹立し、実施する活
動に対し必要な経費の一部を補
助する。

・事業の必要性
観光協会の適正な運営

・事業効果
町の観光案内の充実

忍びの町ひがしあがつま推進 東吾妻町
事業

・事業内容
「真田丸」を契機としてクロー
ズアップされた「吾妻忍者」を
有効活用し忍者を核とした情報
発信・交流を進める。

・事業の必要性
豊かな心を育む学びの町とし

て歴史・文化の発信と交流の拡
大

・事業効果
観光客の誘致及び地域の活性

化

東吾妻ふるさと祭・すいせん祭 東吾妻町
ＭＴＢライド補助事業

・事業内容
観光振興の効果が期待できる

事業を実施する団体に対し、当
該事業に要する経費の一部を補
助する。

・事業の必要性
地域の自然や景観、歴史、文

化、産業等豊かな観光資源を積
極的に活用し、「住民協働のま
ちづくり」を推進する。

・事業効果
観光客の誘致及び地域の活性

化
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キャンプ場管理運営事業
東吾妻町

温川キャンプ場、あづま森林公園キャンプ場

・事業内容
温川キャンプ場・あづま森林

公園キャンプ場管理運営

・事業の必要性
地域の自然豊かな景観を観光

資源に積極的に活用する。

・事業効果
観光客の誘致及び地域の活性

化

ふるさと祭阿波踊り出演事業 東吾妻町

・事業内容
ふるさと祭りに阿波踊りの団

体を招待し祭りを活性化する。

・事業の必要性
東吾妻町と杉並区の交流を促

進

・事業効果
観光客の誘致及び地域の活性

化

観光宣伝事業 東吾妻町
観光宣伝ＰＲ事業

・事業内容
観光宣伝に必要なパンフレッ

トＰＲ用品の作成・ＳＮＳを活
用した情報発信

・事業の必要性
観光情報の発信体制の強化

・事業効果
観光客の誘致及び地域の活性

化

町営温泉施設管理運営事業 東吾妻町

・事業内容
町営温泉施設の管理運営

・事業の必要性
産業振興・住環境の整備・観

光基盤の整備を進めるため。

・事業効果
地域住民の健康増進及び観光

客の誘致及び地域の活性化

自転車型トロッコ運行管理事業 東吾妻町

・事業内容
ＪＲ吾妻線の付け替え線路を

利用した自転車型トロッコの運
営

・事業の必要性
町民、観光客その他本町を訪
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れる者に自転車型トロッコを貸
し出すことにより、本町の観光
振興及び吾妻峡周辺地域の地域
振興を図る。

・事業効果
観光客の誘致及び地域の活性

化

その他 起業支援補助金 東吾妻町

・事業内容
開業の届出において満年齢50

歳未満の者が新たに法人を設立
し、起業するために要する経費
に対し、補助金を交付する。

・事業の必要性
若者の本町への移住定住促進

を図るため、若者が町内で起業
を支援する。また、情報サービ
ス業等の新たな産業振興に繋げ
る。

・事業効果
若者の定住と雇用の創設
生産年齢人口の増加

公共施設等の解体撤去事業 東吾妻町 除却

・事業内容

廃止予定施設等の除却

・事業の必要性

風水害等による建物の飛散、
老朽化による崩壊等を原因とす
る近隣への被害が懸念される。

・事業効果
周辺への被害防止
町有地の有効活用を図る。

(11)その他 林道応急施設事業 群馬県 県営負担金
林道 吾嬬山線
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（４）産業振興促進事項

・産業振興促進区域及び振興すべき業種

産業振興促進区域 業 種 計画期間 備考

東吾妻町全域 製造業、旅館業、農林水産物等販 令和８年４月１日～

売業、情報サービス業等 令和１３年３月３１日

・当該業種の振興を促進するために行う事業の内容

上記、（２）その対策、（３）計画のとおり

（５）公共施設等総合管理計画との整合

・本計画により過疎対策を進めるうえで、公共施設等の最適な配置と計画的な維持管理は、非常に重要

であるため、東吾妻町公共施設等総合管理計画との整合を図りながら本計画の推進します。

なお、東吾妻町公共施設等総合管理計画の施設類型ごとの管理に関する基本方針は次のとおりです。

【管理に関する基本方針】

・施設の老朽度や利用状況を踏まえながら、施設存続の必要性を検討するとともに、民間との連携によ

る管理運営形態の見直しなどを検討していきます。

・今後も引き続き維持管理して対象としていく施設については、予防保全の導入等による施設の長寿命

化により、機能の維持や安全性の確保に努めます。

・農業の生産性の向上を図るため、日常的な点検などにより損傷が軽微な段階で修繕するなどの適切な

維持管理を行うとともに、必要に応じて適切な整備を図ることにより農業の振興に寄与していきます。

・ほ場整備事業対象外となっている農地において用排水路と併せて基盤整備を進めます。

・森林の適正な管理を図るため、点検や巡回などにより施設の状況を把握するなど適切な維持管理を行

うとともに機械化や林業経営の合理化を図る観点から作業道の二次改良や新たな作業道等の開設を進め

ます。
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４ 地域における情報化

（１）現状と問題点

① 電気通信施設の整備及び情報化の促進

インターネットをはじめとする情報化は、地域間格差を解消し、世界情報の受発信も可能になりまし

た。東吾妻町では、東地区において平成１７年度に新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業を行い、告

知放送設備、難視聴地域の解消、地上波デジタル放送への対応、インターネット環境の光ブロードバン

ド化を図りました。同施設は設置から約２０年が経過し、維持管理に係る経費や対応が増加傾向にあり

ます。

また、町村合併に伴い平成１９年度には災害時の緊急通報での無線連携が図られました。令和元年度

より同施設のデジタル化が図られ、より即効性のある緊急通報環境と変化しています。

太田・原町地区においては、通信事業者により光ブロードバンドの利用が可能となっていましたが、

岩島・坂上地区においては平成２３年度に国のＩＣＴ交付金を活用し整備を行い、全町が光ブロードバ

ンドの利用可能地域となりました。同施設については通信事業者とＩＲＵ契約を結んで維持管理を行っ

ていますが約１０年が経過し今後増大が想定される経費や対応が、継続的な維持管理の課題となってい

ます。

テレビ難視聴については、地上デジタル放送移行に伴い平成２２年度に坂上地区を中心とした共聴施

設についてデジタル化への整備を進めてきました。

携帯電話についても、通話困難地域が解消されるなど、町内全域での情報通信基盤の充実が図られて

います。

町内の主要な行政関連施設において、平成２７年度に無線ＬＡＮ通信環境（Ｗｉ-Ｆｉ環境）を整備し、

平時は来所する町民や観光旅行者などへの情報発信環境を整備しました。また災害時には避難施設での

情報通信を担える側面を有し令和２年度には施設を追加して整備しました。

また、町民への地図情報等の提供による行政サービスの向上及び行政事務の効率化を促進するために、

統合型ＧＩＳを令和６年度に導入しました。

今後は、情報通信基盤等の維持管理と更新を効率的に行うとともに、生活環境の利便性向上や、地域

の活性化、持続可能な地域づくりに向けて、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進・ＩＣ

Ｔ（情報通信技術）の利活用を図り、地域の情報化を進める必要があります。

（２）その対策

① 電気通信施設の整備及び情報化の促進

・情報通信基盤の効率的な維持管理と更新を図り、安定した高速通信環境の維持に努めます。

・ＤＸの推進・ＩＣＴの利活用により、行政事務の高度化・効率化を推進するとともに、行政サービス

の向上を図ります。また、住民の情報格差の解消に努めます。

（３）計画

事業計画（令和８年度～令和１２年度）

事 業 名
持続的発展施策区分 事 業 内 容 事業主体 備 考

(施 設 名)

３ 地域における (１)電気通信施設 有線テレビジョン放送施設維持 東吾妻町
情報化 等情報化のための 管理 (CATV放送施設)

施設
テレビジョン

放送等難視聴解消

のための施設
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その他の情報化 東地区情報通信基盤設備維持管 東吾妻町
のための施設 理

岩島・坂上地区地域情報通信基 東吾妻町
盤整備施設維持管理

(２)過疎地域持続 東地区情報通信維持管理 東吾妻町
的発展特別事業

・事業内容
情 報 化

東地区のFTTH光通信網の構築
・維持・管理

・事業の必要性
一般企業の高速通信設備未整
備地域のため高速通信手段の
提供が必要

・事業効果
東地区の町民が高速通信が利
用可能となる。

岩島・坂上地区地域情報通信維 東吾妻町
持管理

・事業内容
岩島・坂上地区に設置した光

ファイバケーブル等の情報通信
施設の維持管理するもの。

・事業の必要性

当地区内において高速イン
ターネットサービスを引き続き
提供するために継続して必要と
なる。

・事業効果

地域住民が安定的な高速イン
ターネットサービスを享受する
ことに寄与している。

東吾妻町
統合型GISの整備・維持管理

・事業内容
既存の地図データを統合し、

庁内横断型のデータ共有を可能
にするとともに、住民への地図
情報の提供を促進する。

・事業の必要性
デジタルガバメントの継続拡

大を図るため統合型GISの管
理運営を行う。

・事業効果
住民に対する行政サービスの

向上
行政業務の効率化
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保

（１）現状と問題点

① 道路

東吾妻町の主要道路体系は、東西に国道１４５号、主要地方道渋川東吾妻線・中之条東吾妻線と南北

に国道４０６号、主要地方道高崎東吾妻線、一般県道下沢渡原町線、一般県道伊香保村上線が幹線道路

の骨格をなし、町道や農林道がこれら幹線道路を補完することにより形成されています。

国道や県道などの幹線道路は整備が進んでいますが、町道等の整備は未だ不十分のため、町全体のネ

ットワーク形成も十分とはいえません。

さらに、関越自動車道渋川伊香保インターチェンジから町の中心街まで、車で約４０分の距離にある

ものの、高速道路の恩恵を十分に受けていない状況です。

この他、広域ネットワークの実現に向けて、関越自動車道の渋川伊香保インターチェンジから、吾妻

地域を経由して長野県へ至る上信自動車道の早期完成が求められています。

○ 高規格道路

上信自動車道は、高規格道路として東吾妻町地内において群馬県が整備を進めています。区間毎

に進捗状況は異なりますが、アクセス道の整備も併せた早急な完成が望まれます。

○ 国 道

国道４０６号は、部分的に改良工事が進んでいますが、萩生地区から大戸地区までの間で部分的

に幅員が狭く大型車との通行に支障をきたしています。

また、須賀尾清水集落から長野原方面の峠付近までの拡幅についても早期改良が望まれます。

国道１４５号の原町バイパスにおける電線共同溝整備についても早期な完成が望まれます。

○ 県 道

主要地方道渋川東吾妻線は、東吾妻町とＤＩＤ（人口集中地区）都市である渋川市を結ぶ重要路

線でありますが、カーブが多く幅員も狭いことから局部改良や交通安全施設の整備が必要です。

県道伊香保村上線についても、柏原から中組間の改良について早急な対応が望まれます。

主要地方道中之条東吾妻線は、中之条町内の国道３５３号を起点として大字大戸地内の国道４０

６号を終点としていますが、厚田地内から大戸までの間については部分的に拡幅改良がされました

が、まだ拡幅改良を要する部分が多く、地元からの要望もあり早急な改良工事が望まれています。

県道下沢渡原町線は、在下地内から山田地内までの間については、早急な拡幅改良が望まれてい

ます。

○ 町 道

東吾妻町は、一級町道２１路線、二級町道３０路線とその他の町道について管理し、幹線道路で

ある集落に通じる道路、橋梁等については国、県の補助事業等により改良整備を促進しています。

なお、その他の未改良路線は住民の生活に直結する交通の基本となるため改良整備を必要として

います。また、上信自動車道建設に伴う町道改良については国・県等の支援を受けながら改良整備

を図る必要があります。

② 公共交通

公共交通機関については、ＪＲ吾妻線各駅周辺において、トイレの水洗化や駐車場の整備を進め、群

馬原町駅に跨線橋を設置するなど利便性を高めてきましたが、郷原駅トイレは老朽化が進み、改修等の

必要があります。また、吾妻峡観光の玄関口である岩島駅へバス乗り入れを可能にするために駅前ロー

タリーの整備が望まれます。

路線バス事業については、民間バス事業者の撤退に伴う住民の足の確保のための代替バス路線で、現

在は湯中子線（原町駅～湯中子）、天狗の湯循環線（原町駅～天狗の湯）、大戸線（中之条駅・吾妻中

央高校～さかうえ）、権田萩生線（権田車庫～さかうえ）、大柏木線（大柏木～さかうえ）、須賀尾線
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（清水～さかうえ）の６路線があります。坂上地区内の権田萩生線、大柏木線、須賀尾線についてはス

クールバスとの連携を図り、朝は定時定路線、日中から夕方はデマンドバスとして区域内を運行してい

ます。今後は拠点バス停である「さかうえ」を整備し、小さな拠点を形成する必要があります。

地域公共交通の活性化を図り、住民の利便性の向上と利用者の増加を図るためには、坂上地区をモデ

ルとした市町村乗り合いバスの運行方法並びに運行系統などの見直しを町内全域に波及させると共に、

必要に応じて新規の車両購入や老朽化した車両の更新を行う必要があります。

また、路線の維持や見直しなどに伴うバス停の新設、更新、撤去についても、適宜行う必要がありま

す。

鉄道は住民の通勤・通学に欠くことのできない公共交通機関であるため、最寄りの駅とのネットワー

クが求められており、ＪＲ吾妻線に係るＩＣ乗車券(Suica)利用範囲の拡大も課題となっています。

（２）その対策

① 道路

・国道４０６号の須賀尾矢竹地内における特に幅員の狭い部分の解消を県に要望します。

・幹線道路の見直しを図り、改良・整備を引き続き行います。

・生活道路として利用度の高い町道の整備を図ります。

・関越自動車道の渋川伊香保インターチェンジから吾妻地域を経由して長野県へ至る上信自動車道の早

期完成を目指し、その実現に努めます。

② 公共交通

・「地域公共交通活性化協議会」を中心に地域に適合した実現性、実効性、持続性のある公共交通ネッ

トワークの構築を検討していきます。

・ＪＲ吾妻線の維持と最寄り駅との連携強化を図っていきます。

・福祉バス、循環バスや有償ボランティアによる輸送、また、スクールバスとの連携推進を更に検討を

していきます。

・東京や県央とを結ぶ高速バス路線の整備推進をしていきます。

・ＪＲ吾妻線へのＩＣ乗車券(Suica)利用範囲の拡大について推進していきます。

（３）計画

事業計画（令和８年度～令和１２年度）

事 業 名
持続的発展施策区分 事 業 内 容 事業主体 備 考

(施 設 名)

４ 交通施設の (1)市町村道 町道程岩堂ヶ沢線 改良
東吾妻町

整備、交通手 道路 L= 50m W=4.0m

段の確保
町道新井横谷松谷線 改良

東吾妻町
L=300m W=7.5m

町道5059号線(須郷沢) 改良
東吾妻町

L=105m

町道馬場手子丸線 改良
東吾妻町

L=2100m W=5.0m

町道田谷貫井線 改良
東吾妻町

L=500m W=5.0m
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町道1126号線(水頭市敷) 改良
東吾妻町

L=380m W=4.0m

町道長寿園線 改良
東吾妻町

L=150m W=4.0m

町道矢倉沢尻線（岩島橋）改良
東吾妻町

L=280m W=8.0m

町道金井川戸線 改良 東吾妻町 上信道関連

L=523m W=8.78m

町道1183号線(川戸田辺) 改良
東吾妻町 上信道関連

L=240m W=8.75m

町道岩井金井線 改良
東吾妻町 上信道関連

L=625m W=5.53m

町道1051号線(岩井金井) 改良
東吾妻町 上信道関連

L=482m W=9.28m

町道1073号線(植栗) 改良
東吾妻町 上信道関連

L=780m W=6.03m

町道1119号線 改良
東吾妻町 上信道関連

L=545m W=9.28m

町道6096号線(奥田)改良
東吾妻町 上信道関連

L=60m W=4.00m

町道1054号線(松の木) 改良
東吾妻町

L=150m W=5.50m

町道中井・東村線 改良
東吾妻町

L=60.0m W=拡幅4.6m

町道辻・古谷線 改良
東吾妻町

L=200m W=5.5m

橋梁修繕
橋りょう 東吾妻町

N=10橋

橋梁修繕詳細設計
東吾妻町

N=10橋

橋梁維持工事
東吾妻町

N=10橋/年

五町田（水路）維持
東吾妻町

L=100m W=0.6m

(9)過疎地域持続 広域バス路線の運行 東吾妻町



- 36 -

的発展特別事業 ・事業内容
乗合バスの運行

公共交通
・事業の必要性

地域公共交通の活性化によ
り、住民の利便性向上に寄与す
るもの。

・事業効果
交通弱者の移動手段の確保

その他 橋梁定期点検 N=271橋 東吾妻町

・事業内容
橋梁長寿命化修繕計画に基づ

く定期点検

・事業の必要性
橋梁の老朽化に伴う損傷の増

加を抑えるため、予防保全型の
点検を実施する。

・事業効果
橋梁の長寿命化
維持管理費の削減

公共施設等の解体撤去事業 東吾妻町 除却

・事業内容

廃止予定施設等の除却

・事業の必要性

風水害等による建物の飛散、
老朽化による崩壊等を原因とす
る近隣への被害が懸念される。

・事業効果
周辺への被害防止
町有地の有効活用を図る。

(10)その他 駅前ロータリー整備 東吾妻町

バス停・バスターミナル（道の 東吾妻町
駅）整備

路線バス車両新規購入・更新 東吾妻町

駅トイレ維持・改修 東吾妻町

街路灯のＬＥＤ化事業 東吾妻町

（４）公共施設等総合管理計画との整合

・本計画により過疎対策を進めるうえで、公共施設等の最適な配置と計画的な維持管理は、非常に重要

であるため、東吾妻町公共施設等総合管理計画との整合を図りながら本計画を推進します。

なお、東吾妻町公共施設等総合管理計画の施設類型ごとの管理に関する基本方針は次のとおりです。

【管理に関する基本方針】
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①道路

・町道は、住民の生活に直結した生活基盤施設であることから、道路維持パトロールによる点検及び損

傷への適切な対応に努めるとともに、国や県との連携により未改良路線における改良事業を推進し、暮

らしの安全性確保に努めます。

・町道の橋りょうの多くは高度経済成長期以降に整備されたもので比較的新しい施設が多くなっていま

す。しかしこのまま放置しておくと将来的に老朽化に伴う損傷が増加するとともに架け替えを迎える橋

りょうが急激に増加し、これらに対する修繕・架け替え等に多額の費用がかかることが想定されます。

そのため、「東吾妻町橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、事後保全型から予防保全型への転換を図る

ことにより、橋りょうの長寿命化及び維持管理にかかる費用の削減を図ります。

②公共交通

・現在十分な活用が図られていない施設については、効率的な活用方法や廃止など、施設のあり方につ

いて検討します。

・今後も維持管理対象とする施設については、施設の劣化状況を踏まえながら計画的な改修を実施し、

長寿命化に努めます。
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６ 生活環境の整備

（１）現況と問題点

① 水道施設

水道は、住民が健康で快適な生活を送るために欠くことのできない重要な社会基盤です。東吾妻町の

水道事業は、上水道事業と簡易水道事業によって行っており、令和元年度末の水道普及率は９８．０％

となっています。給水区域以外の地区では専用水道、小水道等の施設により飲料水を確保しています。

上水道事業・簡易水道事業とも施設は老朽化が進んでおり、計画的な更新を進めなければなりません。

また、漏水や折損事故等に対処しライフラインの確保を図り、安心・安全な暮らしを実現するため、

落ち込んでいる水需要及び年々厳しくなる財政面に苦慮する中、できる限り経費の削減に努め、老朽化

した施設の整備が急務となっています。

② 下水道施設

下水道は、家庭や事業所から排出される汚水を浄化することで、都市の健全な発達及び公衆衛生の向

上に寄与し、併せて公共用水域の水質保全や自然環境保全にきわめて重要な役割を果たす社会資本で、

東吾妻町では公共下水道・農業集落排水事業による集合処理方式と、公共浄化槽等整備推進事業による

個別処理方式により事業を推進しています。

下水道施設は、集合処理方式による公共下水道１処理区及び農業集落排水２処理区で事業が完了し、

公共浄化槽等整備推進事業による合併処理浄化槽約２，０００基が設置されています。

今後は、汚水処理事業の中心として公共浄化槽等整備推進事業により約１，２００基の合併処理浄化

槽の設置を推進していく一方で、各施設の長寿命化対策や大規模修繕工事等に多額の費用が必要となる

ことが想定されることから、東吾妻町下水道ストックマネジメント計画、農業集落排水維持管理適正化

計画、浄化槽整備効率化事業 東吾妻町地区浄化槽長寿命化計画に沿って、施設維持管理について長期

的な計画立案と年次毎の適切な対応が求められます。

③ ごみ処理

ごみ処理は、吾妻東部衛生施設組合で共同処理をしています。吾妻東部衛生施設組合では、既存のご

み焼却施設及び粗大ごみ処理施設の老朽化が進んでおり、今後設備投資が増大することが予想されます。

そのため、「群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン」に基づき、吾妻郡内町村で新たに吾妻環

境施設組合を設立し、可燃ごみ処理施設及びリサイクルセンターの広域化を進めています。

④ 消防施設

常備消防は、吾妻広域消防本部東部消防署の管轄で、火災や緊急時に備えて２４時間態勢が整ってい

ます。非常備消防は、東吾妻町消防団が組織されており、６分団編成（団員定数３３３名）で任務に当

たっています。

しかし、人口減少や高齢化が進む中で団員の確保が難しく、また就業形態が多様化しているため、昼

間不在の団員が増加し、問題となっています。こうした問題を補うためにも、消防・防災施設・機材の

充実整備、近隣自治体との応援や連携が重要となっています。

⑤ 公営住宅

東吾妻町では１３団地・１５６戸の公営住宅が整備されており、低所得者に対して低廉な家賃で供給

されています。

しかし、大部分の住宅が耐用年数を超えており老朽化による問題が発生しています。また、住宅用地

の半数以上が借地である中、町の方針として借地の返還が挙げられていることから、今後の町営住宅の
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あり方を検討するとともに計画的な維持・修繕・解体・建替え・整備が必要です。

⑥ 町営共同霊園

町営共同霊園は、完成から４０年以上経過していることから、老朽化した箇所の修繕・改修を行い、

持続的な霊園管理が必要です。

また、使用者によって適切に管理がされていない区画が点在しており、夏場になると雑草が生い茂る

ことで近隣の使用者から苦情が入ることがあります。区画が荒れた状態だと景観を損なってしまい、気

持ちよく霊園の利用ができなくなってしまいます。被葬者の尊厳維持の観点からも、区画の適切な管理

が必要です。

⑦ 空家等の対策

人口減少や既存建築物の老朽化、雇用の都市部への集中化、社会的ニーズの変化等により空家等の数

が増加しています。この中には、適正に管理されず、地域住民への生活環境に悪影響を及ぼす空家等も

生じてきています。適切に管理がされていない空家等は、樹木や雑草等の繁茂による生活環境の悪化だ

けでなく、周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、地位活力の低下にもつながります。空家等の適切な管理

が促進されるよう、必要な施策を講じる必要があります。

また、空家等は、地域の資源としての活用も期待されています。空家等の活用を移住・定住の促進に

繋げられるよう、推進する必要があります。

⑧ 都市公園

原町地区内には１号街区公園（2007年）、２号・３号街区公園（2009年）が整備されているが、１号

公園においてバスケットゴールを新設した以外は、いずれの公園も建設当時から改修されておらず、施

設の老朽化が著しい。

特に日陰スペースなどの休憩施設が乏しく、猛暑が常態化する近年において、子どもや高齢者が安心

して滞在できる環境とは言いがたい。このため、夏季を中心に公園利用が減少し、公園本来の役割が十

分に果たせていない状況にある。町の公共施設等総合管理計画では「住民の憩いの場として安全確保に

努める」と記されており、第２次総合計画後期基本計画においても「誰もが気軽に利用できる公園整

備」や「バリアフリー化の推進」が方針として掲げられている。

これらを踏まえ、計画的な修繕と機能更新による安全性と利便性の向上が必要である。

（２）その対策

① 水道施設

・水道施設の整備を図るため調査、検討を行います。

・水道施設の耐震化や、災害時の対応として老朽管の布設替え、連絡管の整備、基幹施設の分散化や系

統の多重化により補完機能の強化を図ります。また、近隣事業者との広域化について検討を進めます。

・水道未普及地域の解消を図ります。

② 下水道施設

・集合処理区域（公共下水道・農業集落排水事業）では既に事業を完了しており、汚水衛生処理率向上

に向け、引き続き積極的な広報を行い接続率の向上に努めます。

・個別処理区域（公共浄化槽等整備推進事業）については、公共水域の環境保全と汚水処理の必要性を

周知し、国の循環型社会形成推進交付金を受けながら、くみ取り槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化

槽への転換を推進します。

・日常生活に必要不可欠な汚水処理施設の老朽化に伴う事故等を防止するため、長寿命化対策や大規模
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修繕工事等に対応すべく、東吾妻町下水道ストックマネジメント計画、農業集落排水維持管理適正化計

画によるポンプ施設及び処理場機器等の計画的な更新・改善、機能強化を図るとともに、浄化槽整備効

率化事業 東吾妻町地区浄化槽長寿命化計画を基に、経費削減に努めながら長期的な維持管理を図ります。

・公共下水道区域内における、大雨による内水浸水リスク情報をとりまとめ、住民へ的確に伝達するこ

とで適切な避難行動を促進するための計画を策定します。

③ ごみ処理

・ごみの分別収集を徹底し、減量を図るとともに資源回収を推進します。

・吾妻環境施設組合での可燃ごみ処理施設及びリサイクルセンターの整備を推進します。

④ 消防防災施設

・消防防災資材・機材の充実を図ります。

・消防防災施設の整備、長寿命化、機能強化を図ります。

・統合等の理由により不要となった消防防災施設については除却を進めます。

・消防防災関連のDX化を進めます。

・近隣自治体等との災害時の相互援助協定が締結されていますが、その充実に努めていきます。

・消防ポンプ自動車・積載用小型ポンプ・小型ポンプ積載車を計画的に更新します。

・消防水利を確保します。

⑤ 公営住宅

・団地の集約などの政策的な空き部屋対策による公営住宅の再編と整備を図り、良好な住環境の確保を

図ります。

・町有地の効率的な利活用と経費削減に努めていきます。

・地域の課題を整理し、効率の良い整備方法を検討し､公営住宅の整備を図る。

⑥ 町営共同霊園

・将来的な需要動向を見据え、計画的な区画の整備及び造成を推進します。

・老朽化した箇所の修繕・改修を行い、持続的な利用を推進します。

・適切に管理がされていない区画の使用者に対して、通知を送付する等の対応を行い、区画の適切な管

理を促します。

⑦ 空家等の対策

・空家の除却に対する補助など、地域の環境・景観を保全し、町民の安心安全な暮らしを推進します。

・空き家バンク制度を推進し、地域の環境保全、定住促進及び地域の活性化を図ります。

⑧ 都市公園

既存公園の機能向上のための改修を推進し、誰もが気軽に利用できる憩いの場の創出を図ります。

（３）計画

事業計画（令和８年度～令和１２年度）

事 業 名 事 業 内 容 事業主体 備 考持続的発展施策区分
(施 設 名)

５ 生活環境の (1)水道施設 老朽管布設替・施設整備 東吾妻町
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整備 簡易水道

(2)下水処理 公共下水道施設長寿命化対策 東吾妻町
施設 機能診断及び最適整備計画
公共下水道 （東吾妻町下水道ストックマネ

ジメント計画に基づく施設整
備）

農村集落排水 農業集落排水維持管理適正化計 東吾妻町
施設 画に基づく施設整備

その他 公共浄化槽等整備推進事業 東吾妻町
合併処理浄化槽設置 Ｎ＝150基

公共浄化槽長寿命化計画に基づ 東吾妻町
く施設整備
町内全域設置済み浄化槽の故障
防止等に対応する修繕・補修計
画を基にした長寿命化整備

(3)廃棄物処理施 一般廃棄物処理施設の設計及び 吾妻環境
設 建設 施設組合

(5)消防施設 消防ポンプ自動車等更新 東吾妻町

防火水槽整備 東吾妻町

消防防災施設の整備、長寿命化 東吾妻町
機能強化

(6)公営住宅 公営住宅修繕・改善事業 東吾妻町

公営住宅建替・整備事業 東吾妻町

(７)過疎地域持続 空家除却費補助事業 東吾妻町
的発展特別事業

・事業内容
その他 空家の除却を希望される方に

除却工事費の３分の1（上限50万
円）を補助する。

・事業の必要性
町内の景観を保全し、町民の

安心・安全な暮らしを確保する

ため。

・事業効果
空家の隣地への倒壊や住環境

の悪化の防止

公共施設等の解体撤去事業 東吾妻町 除却

・事業内容
廃止予定施設等の除却

・事業の必要性
風水害等による建物の飛散、

老朽化による崩壊等を原因とす
る近隣への被害が懸念される。

・事業効果
周辺への被害防止
町有地の有効活用を図る。
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内水リスクマネジメント推進事 東吾妻町
業

・事業内容
雨水管理総合計画の策定

・事業の必要性
想定最大規模降雨に対応した
浸水想定区域図策定し、浸水
被害発生を予防

・事業効果
浸水災害に強い防災町づくり
に必要な情報発信の強化と、
住民等の防災意識の向上

(8)その他 ・町営共同霊園の整備及び造成 東吾妻町

・あがつま共同霊園トイレ改修

急傾斜地崩壊対策事業 ２箇所 群馬県 県営負担金
（危害のおそれのある土地等）

治山事業 群馬県 県営負担金
単独公共治山事業

都市公園整備事業 東吾妻町

（４）公共施設等総合管理計画との整合

・本計画により過疎対策を進めるうえで、公共施設等の最適な配置と計画的な維持管理は、非常に重要

であるため、東吾妻町公共施設等総合管理計画との整合を図りながら本計画を推進します。

なお、東吾妻町公共施設等総合管理計画の施設類型ごとの管理に関する基本方針は次のとおりです。

【管理に関する基本方針】

①水道施設

・東吾妻町における水道事業の長期的な計画である「東吾妻町水道事業基本計画（新水道ビジョン）」を

基に、効率的な事業運営を目指します。

・また、「東吾妻町水安全計画」を基に、水道システム全体の維持管理水準の向上を図り、安全でおいし

い水の供給を確実にする体制の構築を目指します。

②下水道施設

・「東吾妻町下水道経営戦略」に基づき、効率的で持続可能な下水道事業経営を推進します。

・事業を完了している集合処理区域では、継続的な広報活動等の実施により、接続率の向上を図ります。

・個別処理区域については、公共水域の環境保全と汚水処理の必要性を周知し、国や県の支援を受けなが

らくみ取り槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進します。

・汚水処理施設の老朽化に伴う事故等を防止するため、長寿命化対策や大規模修繕工事等に対応すべく、

経費削減に努めながら長期的な維持管理計画の立案を図ります。

④消防施設

・消防施設については、災害時の利用が想定されることから、施設の安全性や耐震性の確保に努めます。

⑤公営住宅

・老朽化が著しい木造住宅は、現入居者が退去後は用途廃止を進めていきます。

・設備等の耐用年数を考慮した適切な修繕や予防保全的な改善を実施し、施設の長寿命化を図ります。

・公営住宅の建替えについては、「東吾妻町公営住宅等長寿命化計画」の建替事業実施方針に基づき検

討します。

⑥町営共同霊園
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・施設の劣化状況等を踏まえながら計画的な改修を実施し、長寿命化及び安全管理に努めます。

⑦公園

・公園は住民の憩いの場であることから、日常点検や保守点検などによる適切な維持管理により、利用者

の安全確保に努めます。

・あがつまふれあい公園では、地域の特性を生かしたイベント開催や快適な利用環境の維持・創出等によ

り、集客性の向上を図ります。
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７ 子育て環境の確保、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進

（１）現状と問題点

① 児童福祉

東吾妻町の児童福祉は、平成２１年度に「東吾妻町次世代育成支援後期行動計画」を策定し、社会全

体として少子化に対応する子育て支援体制の構築に取り組んできました。国においては平成２４年８月

に「子ども・子育て関連３法」を制定し、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量的拡充や質

の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成２７年４月より本格施行されました。

東吾妻町においても、平成２６年度にこれまでの計画の取り組みを継承しつつ、今後の子育て支援の

指針となる「東吾妻町子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。子どもの健やかな成長のために

適切な環境が等しく確保されるよう、教育・保育及び学童保育所を含む地域子ども・子育て支援事業の

提供体制の確保及びそれに関連する業務を円滑に実施するための計画となります。５か年の計画であり、

実情に応じて計画の更新を行い、令和２年度に「東吾妻町子ども・子育て支援事業計画（第２期）」を

令和７年度に「東吾妻町子ども・子育て支援事業計画（第３期）」を策定しました。

施設整備では令和２年２月にはらまち保育所が竣工し、新築事業は落ち着きました。今後は学童保育

を学校敷地内で提供するための調整を進めていきます。あづま児童クラブは、令和２年８月に東小学校

武道場内に移転が完了しました。太田小学校では食堂を改修し、令和４年度に学校内の専用施設に移転

し、原町小学校は余裕教室となっていたパソコン教室を学童保育専用施設として改修し、令和６年度に

移転しました。

小学校内に移転するよう計画していたさかうえ児童クラブは、施設老朽化による雨漏等でカビが発生

し、児童の健康管理に問題が生じることが懸念され、至急移転する必要が生じたため、旧坂上小学校跡

地にユニットハウスを設置し、学童保育所として令和６年１０月に移転が完了しました。

児童数の減少により生じた空き教室等を活用することで、下校から学童保育所への移動による事故防

止策としての措置を講じていきます。

子育て世代の孤立化解消のため、子育て「にこにこひろば」をはらまち保育所の２階に開設し、保護

者同士の交流や子育て相談の場としていますが、平日の利用者が少ない現状です。多様化する子育て世

代のニーズに対応するため、地域子育て支援拠点事業や一時預かり事業の充実が求められています。

今後も、子どもを取り巻く「家庭」、「地域」を主体的役割として位置づけ、子どもを産み育てる希

望が叶えられるとともに、子育ての喜び、楽しさを感じることができ、全ての子どもが健やかに成長で

きる町を実現するため、福祉、保健、教育等の子育てにかかる部署が相互に連携し、子育て支援・少子

化対策事業を積極的に推進していきます。

② 高齢者福祉

国の急速な少子高齢化の進展は、当町においても同様の傾向を示しています。令和７年４月現在の高

齢化率は４５．２％、令和１２年度には４８．２％になると推計されています。これに伴って、医療費

や社会保障負担の増加、寝たきり老人や施設介護、在宅介護の必要な高齢者の増加が予想されます。

これから迎える超高齢社会においては、豊富な知識と経験を持つ高齢者自身が町づくりの貴重な担い

手として地域社会に貢献していくことが期待されます。

一方、高齢者の一人暮らし世帯、老老介護、在宅介護、認知症の人とその家族等の支援を身近な地域

で包括的に行う地域包括ケアシステムの充実・深化が求められており、医療・介護・福祉の連携強化と

地域での支え合いが必要です。

今後は、関係機関・団体等とのさらなる連携強化により認知症サポーターの増員、相談内容の多様化

に対応した専門職同士の連携強化や地域の担い手の養成を図ります。

介護老人福祉施設等への施設入所に際し、要介護度が重度であるなど緊急性の高い人から入所できる
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環境作りが必要です。

特別養護老人ホームいわびつ荘は、建設から３９年が経過し、施設や設備の老朽化が著しいことから、

利用者の安全性の確保や利便性の向上を図るため、計画的に改修を進めていく必要があります。

③ 保健

少子高齢化社会となり、子どもを安心して産み・育てることができる環境と住民自身の健康寿命の延

伸のための取り組みが求められています。

４０代５０代の特定健診の受診率は低く、この年代の受診促進が必要です。関係機関・団体との連携

強化や、診査と指導の一体的な体制の構築と活用により、受診率向上を目指し、生活習慣病予防の推進

を目指します。健康相談や健康教室の開催、訪問指導などの強化が求められており、その中心を担う施

設整備や人材確保が急務です。同時に、保健・福祉・医療の連携強化と充実が課題です。

（２）その対策

① 児童福祉

・保育所を核として、こども園などと連携を図りながら、多様化する保育ニーズに対応します。

・子どもの遊び場、機会づくりを推進します。

・保育所及び学童保育施設の機能充実を図るとともに、適切な修繕や予防保全的な改善を実施し、施設

の安全性の確保に努めます。

・子育て世代が安心して子どもを育てることができるよう、出産祝金や子育て支援金の支給等により

子育て支援・少子化対策事業を積極的に推進します。

・地域子育て支援拠点事業を充実させ、土曜日の開所や子育て情報発信の強化等に取り組みます。

・一時預かり事業の拡充や乳児等通園支援事業の導入を行い、保護者の負担軽減に努めます。

② 高齢者福祉

・「東吾妻町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、社会情勢や高齢者を取り巻く環境の変化

に対応し、高齢者が生きがいを持って暮らし、社会の支援が必要になったときに適切なサービスが受け

られる社会づくりを目指します。

・特別養護老人ホームいわびつ荘については、安全性や利便性を確保するため必要に応じた改修工事を

行います。

③ 保健

・新型コロナウイルス等の感染症対策について「新型インフルエンザ等対策行動計画及び業務継続計

画」を策定し計画的な対応を図っていますが、関係機関・団体等の連携強化を推進します。

・「第３次東吾妻町元気プラン」に基づき、健康増進と疾病予防、食育を計画的に推進します。

（３）計画

事業計画（令和８年度～令和１２年度）

事 業 名持続的発展施策区分 事 業 内 容 事業主体 備 考(施 設 名)

６ 子育て環境の確 (1)児童福祉施設 保育所ＬＥＤ照明工事 東吾妻町

保、高齢者等の保健 保育所

及び福祉の向上及び
(3)高齢者福祉施 特別養護老人ホームいわびつ荘 東吾妻町増進
設 LED照明工事

老人ホーム
特別養護老人ホームいわびつ荘

長寿命化事業
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(8)過疎地域持続 子育て支援事業 東吾妻町

的発展特別事業 ・事業内容

児童福祉 妊産婦・乳幼児に対して必要

に応じて健康診査、相談等を実

施する。

・事業の必要性

母子保健は一生の健康を築く

出発点として家族にとって健康

への関心を高める入口として重

要である。

・事業効果

母子に対する健康の保持増進

放課後児童健全育成事業 東吾妻町

・事業内容

放課後児童クラブを設置し、

利用を希望する小学校児童に対

し保育を実施。

・事業の必要性

放課後及び長期休業日におい

て、保護者が就労等により不在

となる児童の居場所を確保する｡

また、生活及び遊びの場として､

保護者が安心して労働できるた

めの環境整備。

・事業効果

放課後等の児童の安全安心な

居場所の確保。支援員による生

活指導や、遊びを通じた児童の

健全育成、及び子育て環境の充

実。

出産祝金支給事業 東吾妻町

・事業内容

児童の誕生の際に第１子５万

円、第２子１０万円、第３子以

降２０万円を支給

・事業の必要性

児童の健全育成をはかるも
の。

・事業効果

安心して子どもを産み育てら

れる環境づくり

子育て支援金事業 東吾妻町

・事業内容

年度内に１歳及び２歳に達す

る児童を養育する保護者に対象

児一人につき３万円を支給

・事業の必要性

児童の健全育成をはかるも

の。
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・事業効果

安心して子どもを産み育てら

れる環境づくり

一時預かり事業 東吾妻町

・事業内容

保育所やこども園に通ってい

ない乳幼児を一時的に、保育所

やこども園等で、有料で預かる

事業。

・事業の必要性

保護者の肉体的・精神的負担

軽減のため。

・事業効果

子育て支援の充実、安心して

子どもを産み育てられる環境づ

くり。

乳児等通園支援事業 東吾妻町

・事業内容

保育所に通っていない乳児を

一時的に、保育所等で有料で預

かる事業

・事業の必要性

全てのこどもの育ちを応援し

こどもの良質な成育環境を整備

する。

・事業効果

子育て支援の充実、安心して

子どもを産み育てられる環境づ

くり

保育士と関わることで孤立し

がちな保護者の相談支援につな

がる。

高齢者・障害 敬老祝金支給事業 東吾妻町

者福祉 ・事業内容

80･85･90･95･100歳時に長寿を

祝して祝金を贈呈する。

・事業の必要性

健康寿命の延伸に寄与するも

の。

・事業効果

健康寿命の延伸

敬老行事補助事業 東吾妻町

・事業内容

敬老会の開催に係る費用にた

いし補助する。

・事業の必要性

高齢者間の交流・親睦を深め

ることに寄与するもの。

・事業効果

高齢者間の交流・親睦
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在宅介護慰労手当支給事業 東吾妻町

・事業内容

介護度４及び５の高齢者を在
宅で介護する者への慰労金を支

給する。

・事業の必要性

在宅介護に対する安心感を提

供することに寄与するもの。

・事業効果

在宅介護者への安心感の提供

緊急通報システム設置運営事業 東吾妻町

・事業内容

ひとり暮らし高齢者等を対象

に、緊急時に安否確認を行う装

置を設置する。

・事業の必要性

高齢者の安全安心な生活に寄

与するもの。

・事業効果

高齢者の安全・安心な生活

老人クラブ運営費補助 東吾妻町

・事業内容

地域で活動する老人ｸﾗﾌﾞへ補

助金を支給する。

・事業の必要性

生きがいづくりや、高齢者間

の親睦・交流に寄与するもの。

・事業効果

生きがいづくり

高齢者間の親睦・交流

シルバー人材センター運営事業 東吾妻町

・事業内容

高齢者の就業機会の拡大と能

力を活かし、臨時的・短期的な

仕事を引き受け、地域社会に貢

献する。

・事業の必要性

高齢者の生きがいや社会参加

の充実などに寄与するもの。

・事業効果

高齢者の生きがいづくり・健

康維持・社会参加・福祉の増進

精神障害者施設負担金
中之条町 負担金

・事業内容 高崎市
障害のある人を対象として創

作的活動等、社会との交流促進

などの機会を提供する施設への

負担金

・事業の必要性
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精神障害をお持ちの方やご家

族が地域で安心して日常生活を

送ることができるように支援が

必要であるため。

・事業効果

精神障害者やその家族が地域

で安心して生活ができる。

ひがしあがつま地域活動支援セ
東吾妻町ンター運営事業

・事業内容

障害者(児)の社会との交流を

促進するために、創作的活動や

交流、生産活動の機会の提供

・事業の必要性

社会参加促進の支援により、

障害者(児)の自立などに寄与す

るもの。

・事業効果

障害者(児)の社会活動への積

極的参加及び自立の促進

多機能型障害福祉サービス事業 社会福祉法 負担金所運営費負担金 人

・事業内容

障害者(児)の社会参加・就労

を促進するために、創作的活動

や生産活動の機会の提供及び生

活能力向上のための援助。

・事業の必要性

社会参加・就労促進の支援に

より、障害者(児)の自立などに

寄与するもの。

・事業効果

障害者(児)の社会活動への積

極的参加・就労及び自立の促進

特定疾患等患者見舞金支給事業
東吾妻町

・事業内容

特定疾患等の患者及び保護者

にに見舞金を支給する。

・事業の必要性

特定疾患等の患者及び保護者

の生活の安定と福祉の増進に寄

与するもの。

・事業効果

特定疾患等の患者及び保護者

の生活の安定と福祉の増進

健康づくり 住民健診、各種がん検診等の実施 東吾妻町

・事業内容

町内外の指定医療機関と委託

契約をし、住民健診、各種がん
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検診を実施

・事業の必要性

住民健診、がん検診を受ける

ことで疾病を早期に発見でき、

さらに治療を行うことで死亡率

が低下する。

・事業効果

住民健診の効果として生活習

慣病の予防、医療費の抑制。が

んを早期発見する事によりがん

による死亡率が低下する。

健康増進事業、食育推進事業 東吾妻町

・事業内容

町民の健康寿命の延伸と生活

の質の維持向上に向けて健康課

題の優先順位の決定から事業実

施、評価、改善まで総合的に実

施する。

・事業の必要性

超高齢少子社会を迎え、医療

費や介護の負担が増える中、健

康な社会を目指す必要がある。

・事業効果

生活習慣の改善および健康づ

くりに必要な環境整備を進め、

一人ひとりがより豊かで満足で

きる人生を全うできるように支

援する。併せて持続可能な社会

の実現を図る。

社会福祉協議会運営費補助 東吾妻町

・事業内容

社会福祉協議会の運営費の一

部として補助金を交付する。

・事業の必要性

住民の参加する福祉活動を推

進し、地域の福祉課題等を協働

的努力によって解決することに

寄与するもの。

・事業効果

社会福祉の増進

地域共生社会の実現

福祉医療費給付事業 東吾妻町

・事業内容

保健診療医療費の自己負担分

を公費で負担

・事業の必要性

子ども、重度心身障害者、母

子家庭及び父子家庭の親と子の

健康管理の向上と福祉の増進に

寄与するもの。
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・事業効果

健康増進

その他 「ささえ愛つながり愛」みんな 東吾妻町

の福祉サポート事業

・事業内容

地域住民の複雑化・複合化し

たニーズに対応する包括的な支

援体制の構築

・事業の必要性

地域住民の抱える課題が複雑

化・複合化し、従来の支援体制

では解決することが難しい狭間

のニーズを抱える事例が増加し

ているため。

・事業効果

地域共生社会の実現

公共施設等の解体撤去事業 東吾妻町
除却

・事業内容

廃止予定施設等の除却

・事業の必要性

風水害等による建物の飛散、

老朽化による崩壊等を原因とす

る近隣への被害が懸念される。

・事業効果

周辺への被害防止

町有地の有効活用を図る。

（４）公共施設等総合管理計画との整合

・本計画により過疎対策を進めるうえで、公共施設等の最適な配置と計画的な維持管理は、非常に重要

であるため、東吾妻町公共施設等総合管理計画との整合を図りながら本計画の推進します。

なお、東吾妻町公共施設等総合管理計画の施設類型ごとの管理に関する基本方針は次のとおりです。

【管理に関する基本方針】

①児童福祉

・今後も引き続き利用していく施設については、設備等の耐用年数を考慮した適切な修繕や予防保全的

な改善を実施し、施設の長寿命化を図ります。

②高齢者福祉

・今後も引き続き利用していく施設については、設備等の耐用年数を考慮した適切な修繕や予防保全的

な改善を実施し、施設の長寿命化を図ります。

・指定管理が満了する施設については、速やかに時期指定に向けて調査を行い、効率的な施設運営を目

指します。

③保健

・今後も引き続き利用していく施設については、設備等の耐用年数を考慮した適切な修繕や予防保全的

な改善を実施し、施設の長寿命化を図ります。
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８ 医療の確保

（１）現状と問題点

町営の医療機関として、東吾妻町国民健康保険診療所が設置されています。診療所は、東地区で唯一

患者の初期治療を行う身近な医療機関であることから住民から多大なる信頼を得ています。

また、地域医療のみならず、保健・福祉行政における役割も大きく、医師および看護師の確保と診療

所の維持、機能強化が今後も重要です。

救急医療体制は、吾妻広域圏事業として確立しており、また、緊急を要する疾病等については、県の

ドクターヘリによる搬送、原町赤十字病院の救命救急の専門医が増員されましたが、今後もその拡充強

化が求められます。

東吾妻町には、原町赤十字病院を始め医院、診療所がありますが、産婦人科、小児医療等については、

医師・看護師不足などから分娩・小児科の入院治療は受けられない状況があります。

今後、医師会、医療機関、吾妻広域圏とのさらなる連携強化が求められています。

（２）その対策

・原町赤十字病院の機能維持・向上に向け、より一層の連携強化に努めます。

・妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援が出来るよう妊娠・出産包括支援対策のシステム作りに取

り組みます。

・現在の診療所は、昭和６３年に改築され建物・医療機器等の老朽化が目立っており、その更新を行い

ます。

・地域医療の確保と医師や看護師の定着支援として、看護師寮等の住環境整備も重要な要素の一つであ

るため、整備について検討します。

・医療・保健・福祉との連携強化を図ります。

（３）計画

事業計画（令和８年度～令和１２年度）

事 業 名持続的発展施策区分 事 業 内 容 事業主体 備 考
(施 設 名)

(1)診療施設７ 医療の確保 原町赤十字病院医療機器整備 東吾妻町
病院 補助

東吾妻町国民健康保険診療所 東吾妻町診療所 建物・医療機器等整備

(3)過疎地域持続 吾妻広域圏救急医療費負担金 吾妻広域町
的発展特別事業 村圏振興整・事業内容
その他 備組合吾妻広域圏の救急医療体制の

東吾妻町整備及び確保のための医療費を

構成町村で応分負担する。

・事業の必要性

吾妻圏域には大規模病院がな

いことから緊急時の搬送体制の

整備強化が求められる。

・事業効果

高規格救急自動車の計画的な

配備
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救急医療体制の確保

原町赤十字病院医師確保対策 東吾妻町

補助

事業内容

病院における業務の実施に必

要な医師の確保に対策に係る経

費を助成する

事業の必要性

原町赤十字病院は、郡内でも

重要な公的病院であり住民に対

してニーズに応じた医療を提供

する必要があるため

事業効果

助成することにより、必要な

医師を確保することができ住民

ニーズに対応した医療を提供で

きる

(4)その他 医療従事者等住宅(寮)整備事業 東吾妻町

・事業内容

町内医療機関における医療従

事者を対象とした、住宅(寮)を

整備する

・事業の必要性

地域医療確保対策の一環とし

て、医師や看護師等の定着を支

援するため

・事業効果

病院への定着率の向上、地域

医療の充実、地域への定着によ

る活性化など

（４）公共施設等総合管理計画との整合

・本計画により過疎対策を進めるうえで、公共施設等の最適な配置と計画的な維持管理は、非常に重要

であるため、東吾妻町公共施設等総合管理計画との整合を図りながら本計画の推進します。

なお、東吾妻町公共施設等総合管理計画の施設類型ごとの管理に関する基本方針は次のとおりです。

【管理に関する基本方針】

・東吾妻町国民健康保険診療所は、町民の健康を守るうえで必要不可欠な施設であることから、計

画的な点検・診断及び修繕の実施により、施設の長寿命化を図ります。
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９ 教育の振興

（１）現況と問題点

東吾妻町では、豊かな知性・人間性・創造性、及びしなやかな心身を備えて国際社会で他者と共生で

きる人材の育成を目指して教育行政を推進しています。そのため、保育所・こども園・学校は、子ども

一人一人に持続可能な社会の創り手・担い手となる力、しなやかな「生きる力(の基礎)」を培う保育･教

育を進めています。

子どもの頃から英語に親しむことを目的に、外国語教育コーディネーター１名を任用しこども園を巡

回しています。小中学校においては、英語教育の充実を目的としてＡＬＴ４名を任用し、学校の英語教

諭と共に授業の中で外国語力の向上を図っています。

学校施設の管理のため東吾妻町学校施設等個別施設計画を策定し、学校施設等の劣化度等点検評価を

基に、施設保全のための中長期的な予算計画につなげ、適正な維持保全を進めます。具体的な課題とし

て、ＬＥＤ照明等の整備や中学校の体育施設、校庭整備等を進める必要があります。

平成２７年４月の中学校統合時から、小学校と合わせたスクールバス通学を行っています。坂上地区

では路線バスとの連携を図り、定時定路線とデマンド運行の併用を実現し地域の実情に合わせた運行形

態を導入しました。今後も安全で適切な運行を継続して進めていきます。

平成３０年４月からは給食費を無償化し、子育て中の保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て支援

を推進しています。

学習面では、ＧＩＧＡスクール構想により、令和２年度に導入した一人一台端末が更新時期を迎えた

ことから、令和７年度に新端末６８７台を導入しました。また、学校教職員の事務の負担軽減のため、

校務支援システムの導入に向け事務を進めています。

学校や家庭、地域社会の一層の連携を図り、住民の誰もがいつでもどこでも自主的に学びやスポーツ、

文化活動等に取り組み、文化財保護、・地域の伝統行事・芸能の保存・継続活動への取組を通して、喜

びを得る・生きがいを持てるなど、豊かな知性や心を培える社会教育の構築を進めています。

社会教育の重要性は、生きがいづくりや健康志向の高まり等により住民にも浸透しつつあります。住

民からの学び・集い・繋がる「居場所づくり」の要望に答え、「英会話教室」「夏休み宿題会」「健康

増進教室」など、子どもから高齢者まで参加できる学習・文化・スポーツ活動等を継続して支援できる

体制整備に努めています。

令和２年度に調査し策定した社会教育施設個別計画や令和５年度に策定したスポーツ推進計画に基づ

き、各公民館やスポーツ施設を整備し「誰もが安心して学べるまちづくり」に努めます。

（２）その対策

・ 個別施設計画によりこども園・小中学校施設を安全に活用するための維持管理を行い、必要に応じ

て校舎等の大規模改修工事を行います。

・ 東吾妻中学校武道場・体育館の新築、校庭整備を実施します。

・ 各小学校でプールの改修工事を行います。

・ 教育関連施設の照明のＬＥＤ化を今後も継続して実施します。

・ ＧＩＧＡスクールによる学習機器・通信機器等の更新を学校規模により適正に実施していきます。

・ 子育て支援事業の一環として、継続して給食費を無償とします。
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・ 児童・生徒の通学手段として、スクールバス運行業務委託を継続していきます。

・ 社会教育活動の核となっている公民館等の補修工事を行います。

・ 生涯スポーツの核となるスポーツ施設の改修や整備を進めます。

・ 文化活動の拠点となるコンベンションホールの改修整備を進めます。

（３）計画

事業計画（令和８年～令和１２年度）

事 業 名持続的発展施策区分 事 業 内 容 事業主体 備 考
(施 設 名)

各小中学校８ 教育の振興 (1)学校教育関連 東吾妻町
校舎・体育館照明LED化工事施設

校 舎 各小中学校 東吾妻町
非構造部材耐震化工事

各小中学校 東吾妻町
トイレ洋式化工事

各小中学校 東吾妻町
ネットワーク設備等更改工事

各小中学校 東吾妻町
雨漏り対策工事

東小学校改修工事 東吾妻町
A=2,526㎡

東吾妻中学校改修工事 東吾妻町
A=3,986㎡

屋内運動場 東吾妻中学校 東吾妻町
体育館・武道場新築工事

坂上小学校体育館改修等工事 東吾妻町

A=720㎡

各小中学校 東吾妻町
体育館空調機器設置工事

各小中学校 東吾妻町
体育館断熱性確保工事

屋外運動場 東吾妻中学校校庭整備 東吾妻町

A=11,013㎡

水泳プール 各小学校 プール改修工事 東吾妻町

給食施設 学校給食センター施設内照明 東吾妻町

LED化工事 A=1,179.49㎡

(2)認定こども園 各こども園 LED化工事 東吾妻町
５園

(3)集会施設、 各公民館改修設計・工事 東吾妻町
体育施設等

コンベンションホール公民館 東吾妻町改修設計・工事
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集会施設

体育施設 各スポーツ施設改修設計・工事 東吾妻町

(4)過疎地域自立 外国青年招致事業４名
東吾妻町促進特別事業 ・事業内容

義務教育 保育所、こども園及び小中学

校に外国青年を派遣し、英語

教育を行う。

・事業の必要性

外国語教育の充実及び国際理

解促進による語学力の向上や

国際的な感覚を身につけた人

材の育成に必要

・事業効果

・外国語教育の充実

・国際理解促進

・語学力の向上

スクールバス運行業務委託 東吾妻町

・事業内容

遠距離通学となる小・中学校

の児童・生徒が利用するスク

ールバスの運行。

・事業の必要性

遠距離通学となる児童・生徒

の通学手段及び通学路の安全

を確保するために必要。

・事業効果

遠距通学となる児童・生徒の

通学手段及び通学路の安全性

を確保。

給食費の無償化 東吾妻町
・事業内容

こども園及び小中学校におけ

る園児、児童、生徒にかかる給

食費の全額免除

・事業の必要性

子育て中の保護者の経済的負

担の軽減を図るため。

・事業効果

子育て支援の充実

公共施設等の解体撤去事業 東吾妻町 除却

・事業内容

廃止予定施設等の除却

・事業の必要性

風水害等による建物の飛散、

老朽化による崩壊等を原因とす

る近隣への被害が懸念される。
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・事業効果

周辺への被害防止

町有地の有効活用を図る。

（４）公共施設等総合管理計画との整合

本計画により過疎対策を進めるうえで、公共施設等の最適な配置と計画的な維持管理は、非常に重

要であるため、東吾妻町公共施設等総合管理計画との整合を図りながら本計画の推進します。なお、

東吾妻町公共施設等総合管理計画の施設類型ごとの管理に関する基本方針は次のとおりです。

【管理に関する基本方針】

学校教育施設

・ 今後は各学校の設備面での充実を図っていくものとしており、照明器具のＬＥＤ化や老朽化対策と

しての改修、改築を進めるほか、ＩＣＴの利用環境向上に向けた整備を随時進めていきます。

・ 学校施設はすべて避難所に指定されていることから、災害時の利用も視野に入れながら施設の長寿

命化を図り、安全性の確保に努めます。

社会教育施設

・ 公民館及び分館は地域の暮らしを支える拠点施設であり、災害時においては避難施設としての役

割を担っています。利用者の安全性確保に向け、計画的な施設改修を進めます。

・ 定期的な点検により施設の老朽度合いを見極め、必要な改修を実施するなど適切な維持管理

に努めます。

・ 災害時の避難施設となっている町民体育館などは、予防保全的な補修等による施設の長寿命化に

より、機能の維持や安全性の確保に努めます。
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１０ 集落の整備

（１）現況と問題点

東吾妻町は、総面積２５３．９１㎢ですが、人口は１１，９２７人（令和７年３月末住基人口）であ

り、人口密度は４７人／㎢余りとなっています。

少子高齢化に伴い町の基幹産業であった農業については後継者不足となり、その後継者である若年層

も第２・３次産業に職を求め、町の中心市街地である原町地区や、町の新興住宅地である太田地区に居

住地を求め人口が片寄る傾向が続いています。また、国道や県道に沿った集落については、減少率も鈍

化していますが、町全体の過疎化は進んでおり、特に中心市街地から離れている集落は極端な過疎化と

高齢化が進んでいる状況であります。

東吾妻町では、区制・班制をとっていますが、地域によっては極端に世帯数が少なく、地域の活動に

支障を来す集落も現れ始めています。

このような問題を改善するため、地域おこし協力隊の活用やＵＩＪターン者の受け入れによる移住定

住の促進、空家対策など集落機能の維持・活性化が図られるよう必要な対策を講じる必要があります。

（２）その対策

・地域の主産業である、農業の振興を図るため、点在する農地を集約する施策として、地域計画及び農

地中間管理機構を活用するとともに、土地改良による農地と農道の整備及び機械化を推進し、後継者の

育成や新規就業者の受入と育成を図るとともに、緑豊かな自然環境を保全しつつ、社会基盤の整備・充

実に努め、若年後継者・新規就業者の定住を推進します。

・空き家バンク制度を推進し、移住・定住の促進、町民と町外居住者との交流及び集落の活性化を図り

ます。

・都市地域からのＵＩＪターン者を積極的に受け入れるため、対策の拡充を図ります。

・危険な空家等が放置されないよう除却対策を進め、地域の安全と環境・景観の保全を推進します。

・区制、班制の継続により、集落機能の維持及び活性化を図ります。

・住民活動の拠点となる住民センターの整備・維持管理の支援を図ります。

（３）計画

事業計画（令和８年度～令和１２年度）

事 業 名 事 業 内 容 事業主体 備 考持続的発展施策区分 (施 設 名)

行政事務連絡業務委託 東吾妻町
９ 集落の整備 (2)過疎地域持続 ・事業内容

的発展特別事業 広報紙及び周知文書等の配布

集落整備 回覧及び回収

住民の要望等の取りまとめ及

び伝達

町政の事務事業の連絡調整及

び協力

区域の住民の把握等

・事業の必要性

行政の円滑なる運営に資する

ことを目的としている。

・事業効果
地域の連帯感、共同意識の醸
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成及び発展に寄与できる。

住民センター用地土地賃借料補 東吾妻町

助

・事業内容

行政区等が他から土地を借用

し住民センターを所有又は管

理している場合に、町が借地

料の一部を補助

・事業の必要性

行政区等の負担の軽減を図る

ことを目的としている。

・事業効果

地域の連帯感、共同意識の醸

成及び発展に寄与できる。

住民センター整備事業補助 東吾妻町

・事業内容

住民活動の拠点となる住民セ

ンターの建設、増改築及び備

品等の整備を行う場合、町が

事業費の一部を補助

・事業の必要性

行政区等の負担の軽減を図る

ことを目的としている。

・事業効果

地域の連帯感、共同意識の醸

成及び発展に寄与できる。
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１１ 地域文化の振興等

（１）現況と問題点

東吾妻町は、古来より越後・信濃・武蔵、相模国へと向かう交通の要衝として栄え、「郷原遺跡」や

「金井廃寺」といった数多くの遺跡、史跡が残されています。また、中世においては町名にもある「吾

妻」の名が鎌倉幕府の正史とされる『吾妻鏡』に登場し、戦国時代から江戸時代初頭には吾妻郡の中心

的な城館として知られる「岩櫃城」が、戦国大名である武田氏・上杉氏・後北条氏といった各大名の古

文書にも登場します。このように東吾妻町は古来よりその先人たちの生活や文化を伝える文化財が各所

に確認されています。また、「吾妻峡」や「原町の大ケヤキ」に代表されるような名勝・天然記念物も

その自然豊かな町の背景から多数存在しており、このような町の歴史や自然といった町を形作ってきた

「文化財」をこれからも大切に守ることとともに、「国民共有の財産」として次世代へと伝えていくこ

とも私たちの重要な使命であると考えています。

これらの文化財のほかにも、地域に根ざした「伝統芸能や習俗」の継承や保護育成に努めていくこと

も重要であり、地道な広報活動や町民に対しての十分な周知活動が重要かつ不可欠なものと考えます。

東吾妻町における史跡・名勝・天然記念物といった各文化財は国民共有の財産、これまでの町の歴史

を今に伝えるものとして広く認識されるものでありますが、同時に観光資源としての役割も担っていま

す。町内で調査が実施された考古学的資料や先人の記録として残されてきた文献史料などにおいても保

存・活用を図る総合的な施設も町の観光資源はもとより文化財の恒久的な保護という認識の中で考えて

いくことが必要です。

これらの町全域にわたる文化財の保存活用には、常にその状態を確認する巡回等が必要となり、文化

財ボランティア等の組織形成とともに、次世代への継承も大きな課題と考えます。また、地域の民俗芸

能・伝統芸能については、恒常的な後継者不足・財源の確保が重要な問題となります。

（２）その対策

・上記の遺跡・史跡・名勝は、十分な保存活用計画の策定が喫緊の課題であり、計画書の策定に努めま

す。また、国・県指定文化財を中心に保護事業に努めます。

・あらゆる文化財資料に関して、町内に数多く残る資料の散逸を防ぎ、保存管理と活用を一元化するた

め、資料館の開設を目指します。それにより、文化財の展示を行い、広く公開と活用に供します。また、

収蔵施設を併設することによって長期の保存管理が可能となり、展示に限らず、地域センターとしての

役割をも担う情報発信センターとして地域に根ざした活動へと繋げていきます。また、既存の保存施設

については維持管理に努めていきます。

・これら文化財の大多数は再生産が不可能なものであり、一度損なわれた場合、未来永劫失うことを意

味します。そのため、特に埋蔵文化財に対しては、遺跡の保存などが望めない場合には、発掘調査等を

実施し、記録保存として未来へと伝えていくほか重要な遺跡、史跡などはその歴史的価値を把握して正

しく後世へと繋げていくため調査発掘の実施も行っていきます。

・民俗芸能、伝統芸能等を行っている文化財活動団体には、活動資金としての補助金交付等を行います。

また、後世への伝承のため、活動記録の保存を図ります。

・これらの文化財に対しては、全町的な記録・資料収集が必要であり、将来的な町史の作成を模索する

こととともに、広く町民に周知することによって町の文化遺産に対する認識を深め、文化財愛護の機運

を高めます。
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（３）計画

事業計画（令和８年度～令和１２年度）

事 業 名 事 業 内 容 事業主体 備 考持続的発展施策区分 (施 設 名)

10 地域文化の振 (1)地域文化振興 歴史資料館や文化施設の整備 東吾妻町

興等 施設等

地域文化振興
資料保存施設整備 東吾妻町施設

(2)過疎地域持続 文化財活動団体の育成・支援 東吾妻町

的発展特別事業 ・事業内容

地域の文化財保存団体へ活動

補助金を交付する。

・事業の必要性

活動費用を支援することによ

り文財保護活動の継承を図る。

・事業効果

文化財保存活動の継続

住民による文化財保護活動の

推進

民俗文化財の記録保存
東吾妻町

（デジタル映像化）

・事業内容

無形文化財等の映像等デジタ

ル記録の保存

・事業の必要性

無形文化財のデジタル映像で

記録保存をし保存活動に寄与す

る。

・事業効果

無形文化財の映像記録保存

伝統技術・芸能の保存

公共施設等の解体撤去事業 東吾妻町 除却

・事業内容

廃止予定施設等の除却

・事業の必要性

風水害等による建物の飛散、

老朽化による崩壊等を原因とす

る近隣への被害が懸念される。

・事業効果

周辺への被害防止

町有地の有効活用を図る。

(3)その他 岩櫃城跡保存整備 東吾妻町

吾妻峡保存管理 東吾妻町

国・県指定文化財保護 東吾妻町

国指定３箇所、県指定７箇所
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発掘調査 ５箇所 東吾妻町

東吾妻町史の編纂・刊行 東吾妻町

（４）公共施設等総合管理計画との整合

・本計画により過疎対策を進めるうえで、公共施設等の最適な配置と計画的な維持管理は、非常に重要

であるため、東吾妻町公共施設等総合管理計画との整合を図りながら本計画の推進します。

なお、東吾妻町公共施設等総合管理計画の施設類型ごとの管理に関する基本方針は次のとおりです。

【管理に関する基本方針】

・定期的な点検により施設の老朽度合いを見極め、必要な改修を実施するなど適切な維持管理に

努めます。
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１２ 再生可能エネルギーの利用の推進

（１）現況と問題点

東吾妻町には、森林資源や水資源など、再生可能エネルギーとして利用可能な資源が豊富に存在して

います。

東地区を代表する地域資源に、湧水量日量３万トンとも言われる「箱島湧水」があります。この湧水

の利水割合は、約３％が町の簡易水道水、約２２％が養魚場や農業用水として使用し、残りの７５％に

ついては群馬県が所有し、群馬県水産試験場箱島養鱒センターで使用されています。

東吾妻町では群馬県が所有する水利について従属使用許可を受けて水産試験場で使用される前の湧水

を利用し、平成２９年６月より小水力発電事業をＰＦＩ事業ＢＴＯ方式で開始しました。

湧水直下で水産試験場で使用する水利全量を取水し、取水口と発電所の高低差約８２ｍを利用して水

力による発電を行い、発電後の利用水は水産試験場施設に放出し水産試験場が使用しています。

ＰＦＩ事業の契約期間は２０年であるため、契約が完了する令和１９年６月以降の発電施設の運営方

法については今後の検討課題となります。

今後は、発電事業以外の箱島湧水の有効活用についても群馬県に協力をあおぎながら、地域資源と一

体となった周辺地域の整備を検討し推進していく必要があります。

また、化石燃料使用量の削減と太陽光やバイオマスなど再生可能エネルギーの活用を促進し、地域全

体での温室効果ガス排出量削減を推進します。

（２）その対策

・企業誘致、新たな産業の創出、定住促進など、その基礎となる利水については群馬県に協力を求め、

その有効活用を図っていきます。

・小水力発電事業の取り組みについて、積極的なＰＲを行うとともに、安定的な事業運営に努めます。

また、発電事業で得た収益を財源に地元地域インフラ整備等を実施していきます。

・住宅用再生可能エネルギーシステムの設置支援など，再生可能エネルギー機器の導入促進を図ります。

（３）計画

事業計画（令和８年度～令和１２年度）

事 業 名 事 業 内 容 事業主体 備 考持続的発展施策区分 (施 設 名)

11 再生可能エネ (2)過疎地域持続 箱島湧水発電事業の運営 東吾妻町 ＰＦＩ

ルギーの利用の促 的発展特別事業 ・事業内容
進 再生可能エネル ＰＦＩ事業制度を利用した小

ギー利用 水力発電施設の運営

・事業の必要性

地域資源である箱島湧水を有

効活用する。

・事業効果

小水力発電実施による温室効

果ガス排出量削減

事業実施による収益

住宅用再生可能エネルギーシス 東吾妻町

テム設置費補助金



- 64 -

・事業内容

一定要件を満たした住宅用再

生可能エネルギーシステム設置

費の支援

・事業の必要性

積極的な自然エネルギー利用

を支援し、循環型まちづくり

推進と環境意識の高揚を図る

ため。

・事業効果

新エネルギーの活用促進
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１３ その他地域の自立促進に関し必要な事項

（１）現況と問題点

① 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進

東吾妻町の公共施設等（建物の他、道路、橋りょう、水道、下水道など全て）は、町村合併以前に

建設や整備したものが多く、老朽化対策と維持管理費の増加、統廃合による遊休化が大きな課題とな

っています。

厳しい行財政状況が続く中で、今後、人口減少や高齢化により公共施設等を建設した当時と比較し

て環境が大きく変化していることも多いことを踏まえ、平成２９年３月に策定した「東吾妻町公共施

設等総合管理計画」に基づき更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽

減、平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっています。

また、東吾妻町役場本庁舎について平成３１年１月４日から移転・開庁しましたが、これに伴って

旧町役場庁舎跡地のあり方の検討と併せたＪＲ群馬原町駅南側地区の活性化が求められています。

なお、東吾妻町では「橋梁長寿命化修繕計画」を令和７年２月に更新し、より計画的、効率的に橋

りょうの維持管理を行い、維持・修繕・架替えに係わる費用を縮減し、合理的な維持管理の実現を目

指すこととしています。

② 住民と行政の「協働」による地域づくり

人口減少社会において安心して暮らせる地域が持続的発展をするためには、住民と行政がそれぞれ

の役割を尊重し、担い合う、協働によるまちづくりを進めることが必要です。

東吾妻町では、住民の声をまちづくりにつなぐために町政懇談会を毎年１回、町内５会場で開催し

ています。今後は開催場所や日時、テーマや参加対象等を絞った協議の機会や場の設定などを検討し、

より多くの町民が参加しやすい効果的なものとすることが必要です。

また、住民と行政の協働によるまちづくりを着実に進めるため、まちづくりの体制の基礎となり、

住民と行政の共通ガイドラインとして、まちづくりに関係する各主体の役割や責務、情報公開・共有

などの基本的なルールを示した「東吾妻町まちづくり参加条例」を平成３１年４月に制定しました。

本条例に定める住民参加の具現の場として「ひがしあがつま創生会議」を設置し、住民が行政活動に

参画する取り組みを進めています。

③ 広域連携の強化

過疎対策における隣接市町村は、公共交通や医療・防災など共通の課題を抱えていることから、双

方が連携することにより、施設等へ重複投資が避けられるなど効率的かつ効果的な対策が実施できる

ことになります。

今後の過疎対策の実施に当たっては、地域の実情を踏まえ、地域に合った広域連携を進めるととも

に、その強化を図ります。

（２）その対策

① 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進

・平成２９年３月に策定した「東吾妻町公共施設等総合管理計画」に基づき、東吾妻町が所有する全て

の公共施設等を対象に、地域の実情に応じて、総合的かつ計画的な管理を進めます。

・老朽化等による危険性や町村合併後の統廃合によって、利用見込みのない公共施設等の解体撤去を進

め安全確保を図るとともに、その跡地利用と解体撤去をしない場合の再編整備、新規機能の検討を進め
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ます。

・町役場の移転によって空地となった旧役場庁舎跡地は、町民が集い活動できる「にぎわいと交流の拠

点」としての位置づけのもとに、町民の意見・意向を踏まえながら検討を進めます。

・令和７年２月に更新した「橋梁長寿命化修繕計画」は、東吾妻町が管理する橋りょう271 橋（令和６

年現在）を計画の対象としており、安全性の観点から橋りょうの状態を常に把握し必要な対策を進めて

いくとともに将来的な財政負担の低減を図ります。

② 住民と行政の「協働」による地域づくり

・町政懇談会の開催方法や、透明性の高い行政評価の仕組みづくりを進め、行政活動への住民参画や意

見反映、情報共有などの拡充を図ります。

・「ひがしあがつま創生会議」による住民の行政活動への参画を充実させるよう、会議体制や運営の拡

充を図ります。

・地域の特性を活かしたイベントや地域活動の推進を対外的に誇れるものとし、町内外へのＰＲ強化と

参加促進を図り、地域の特色あるボランティア活動や、地域交流・行政参加と「協働」を町内に広め地

域の自立を推進していきます。

・広報紙や町のホームページを充実させ、町のアピールや各種ＰＲを発進していきます。また、電子メ

ール等により情報、意見、要望の収集を推進していきます。

③ 広域連携の強化

・吾妻広域町村圏の構成町村と連携し、さらなる広域行政の推進に取り組みます。

・各種共同事業については、状況に対応した事務の再編と新たな共同処理の可能性を検討します。

（３）計画

事業計画（令和８年度～令和１２年度）

事 業 名 事 業 内 容 事業主体 備 考持続的発展施策区分 (施 設 名)

12 その他地域 長期的視点に立っ 旧役場庁舎跡地利活用事業 東吾妻町

の持続的発展 た公共施設等の管

に関し必要な 理

事項
過疎地域持続的発 広報・広聴活動の推進 東吾妻町
展特別事業

・事業内容

町内に在住する人を対象に

広報紙などを用いて周知

・事業の必要性

町の方針や考え方・施策を住

民に「知らせる」「分からせ

る」「動かせる」という役割に

寄与

・事業効果

町の現状や課題、今後のまち

づくりに関する情報や学習機会

の提供を図り、町民のまちづく

り意識の高揚と知識の向上を促

進
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公共施設等の解体撤去事業 東吾妻町 除却

・事業内容

廃止予定施設等の除却

・事業の必要性

風水害等による建物の飛散、

老朽化による崩壊等を原因とす

る近隣への被害が懸念される。

・事業効果

周辺への被害防止

町有地の有効活用を図る。

（４）公共施設等総合管理計画との整合

・本計画により過疎対策を進めるうえで、公共施設等の最適な配置と計画的な維持管理は、非常に重要

であるため、東吾妻町公共施設等総合管理計画との整合を図りながら本計画を推進します。

なお、東吾妻町公共施設等総合管理計画の施設類型ごとの管理に関する基本方針は次のとおりです。

【管理に関する基本方針】

① 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進

・廃止予定施設の「旧岩島中学校体育館」、「旧太田幼稚園」については、安全性も考慮し用途廃止に

向けた手続きを進めるとともに、効率的な跡地活用を検討します。

・現在十分な活用が図られていない施設については、効率的な活用方策や廃止など、施設のあり方につ

いて検討していきます。

・今後も維持管理対象とする施設については、施設の劣化状況を踏まえながら計画的な改修を施し、長

寿命化に努めます。

・公共施設等総合管理計画の改訂は、各個別施設計画との整合性をはかることで実現可能な計画としま

す。

・計画的に実施することにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設の最適な配置を実現

します。

・役場本庁舎は、建物の老朽化や住民サービスの向上を狙いとして移転・開庁しましたが、空地となっ

た旧役場庁舎跡地については、周辺の状況を踏まえながら効率的な土地活用を検討します。

・高度経済成長期に集中して建設された橋りょうが一斉に架け替え時期を迎えると、架け替え費用が集

中し、大きな建設予算が必要となります。このため、橋りょうの建設コスト縮減の一環として、橋りょ

うのトータルライフサイクルコストの軽減のため、橋りょうの長寿命化を図るとともに、毎年の維持管

理予算の平準化を図ります。
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事業計画（令和８年度～令和１２年度）過疎地域持続的発展特別事業分

事 業 名
持続的発展施策区分 事 業 内 容 事業主体 備 考

(施 設 名)

１ 移住・定住・地 (４)過疎地域持続 移住相談窓口の設置・推進事業 東吾妻町 人口維持に
資するもで

材育成 的発展特別事業 ・事業内容
事業の効果

移住サポーターを設置するこ
移住・定住 は将来に及

とにより町外からの移住・定住
ぶものであ

希望者の受入体制の整備を図
る。

る。

・事業の必要性
移住者及び移住希望者に寄り

添ったサポート体制が必要なた
め。

・事業効果
移住・定住者の促進

お試し移住用住居管理事業 東吾妻町 人口維持に
資するもで

・事業内容
事業の効果

空き家バンクに登録された物
は将来に及

件を町で借り上げ実際に住んで
ぶものであ

もらい移住を検討してもらう。
る。

・事業の必要性
実際に住んでもらうことで住

み心地や土地の魅力を体感して
もらい移住を推進する。

・事業効果
移住定住者の促進

移住支援金 東吾妻町 人口維持に
資するもで

・事業内容
事業の効果

首都圏から町内への移住者に
は将来に及

移住支援金を支給する。
ぶものであ

・事業の必要性 る。
少子高齢化が進む中、移住に

係る一時的な経済負担の軽減を
図ることで首都圏からの移住促
進を図るとともに地域の活性化
に失する人材を確保するため。

・事業効果
首都圏からの移住定住者の促

進

定住促進事業住宅取得奨励補助 東吾妻町 人口維持に
金 資するもで

事業の効果
・事業内容

は将来に及
新たに住宅の取得を行う若者

ぶものであ
及び若者夫婦世帯（４０歳未）

る。
に対し、住宅取得に要した経費
の一部を補助する。

・事業の必要性
若者や子育て世帯の定住促進

と地域の活性化を図る。

・事業効果
東吾妻町の人口減少の抑制

勤労者住宅建設資金利子補給事業 東吾妻町 人口維持に
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資するもで
・事業内容

事業の効果
勤労者の住宅建設資金に対し

は将来に及
利子補給の措置を講じる。

ぶものであ
・事業の必要性 る。

住宅建設を促進し、福祉の向
上を図る。

・事業効果
人口の定着

木造住宅耐震診断者派遣事業 東吾妻町 人口維持に
資するもで

・事業内容
事業の効果

旧耐震基準により建築された
は将来に及

木造住宅に耐震診断者を派遣し
ぶものであ

耐震診断を実施する。
る。

・事業の必要性
現在の家屋の耐震性能を把握

し、必要に応じて耐震改修を行
う判断基準となる。

・事業効果
耐震改修工事を行うための、

判断基準の把握

地域間交流 杉並区交流事業 東吾妻町 交流人口の
増加等に資

・事業内容
するもで事

阿波おどりを通じた交流
業の効果は

・事業の必要性 将来に及ぶ
文化交流により、友好関係 ものである

に寄与するもの。

・事業効果
友好関係の強化

台湾・基隆市交流事業 東吾妻町 交流人口の
増加等に資

・事業内容
するもで事

東吾妻町と歴史的ゆかりのあ
業の効果は

る台湾・基隆市に中学生を派遣
将来に及ぶ

し現地中学生との交流により、
ものである

異文化交流や海外の自然・文化
等を体験する。

・事業の必要性

町内生徒の語学学習やグロー
バル化への意識を高めるため、
また自らの優れた能力を大きく
伸ばすきっかけとするため。

・事業効果
国際感覚や広い視野を持つ人

材の育成

その他 空家等対策協議会 東吾妻町 空家の利活
用促進に資

・事業内容
するもで事

空家等に関する対策を総合的
業の効果は

かつ計画的に実施するために設
将来に及ぶ

置します。
ものである

・事業の必要性
空家等の適正管理及び利活用

に関する施策を実施することに
より町民の生命、身体及び財産
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を保護するとともに、安全かつ
快適な地域社会を作る必要があ
るため。

・事業効果
生活環境の保全及び空家等の

活用の促進

２ 産業の振興 (10)過疎地域持続 東吾妻町 農村資源の
多面的機能支払交付金

保全継承に
的発展特別事業 農地維持・資源向上（共同）

資するもで
資源向上（長寿命化）

第１次産業 事業の効果
・事業内容 は将来に及

地域の農地、水路、農道等の ぶものであ
保全管理について支払交付金に る
より支援実施

・事業の必要性
農村地域の過疎化、高齢化に

伴う農村資源の保全等に関する
負担の増加に対して、活動支援
に寄与するもの。

・事業効果
水路、農道等の保全管理によ

る長寿命化
地域コミュニティによる農村

資源の保全・継承（耕作放棄地
の減少など）

中山間地域等直接支払交付金 東吾妻町 農村資源の
集落協定 １７協定 保全継承に

資するもで
・事業内容

事業の効果
農用地・農道・水路の維持管

は将来に及
理や鳥獣対策等を行う中山間地

ぶものであ
域等の農業集落に対する支援

る
・事業の必要性

集落で農用地等の継続的な維
持管理を行うことにより耕作放
棄地発生防止効果が見込める。

・事業効果
耕作放棄地の発生防止
水源涵養、国土保全等の多面

的機能の増進

環境保全型農業直接支払事業 東吾妻町 農村資源の
保全継承に

・事業内容
資するもで

環境保全に効果の高い営農活
事業の効果

動(有機農業や秋耕等)に対する
は将来に及

支援
ぶものであ

・事業の必要性 る
農業分野において地球温暖化

防止や生物多様性保全に貢献す
るため。

・事業効果
自然環境の保全
生物多様性の保全
耕作放棄地の発生防止

商工業・６次産 小口資金保証料補助事業 東吾妻町 町内企業の
振興に資す

業化 ・事業内容
るもで事業

融資を受ける中小企業者の負
の効果は将
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担の軽減を図るため、保証協会
来に及ぶも

が保証料率を通常の保証料率よ
のである

り低率にした場合には、保証協
会に対して、通常の保証料との
差額の２分の１を限度として、
補助を行う。

・事業の必要性
群馬県と提携し、金融機関及

び群馬県信用保証協会の協力を
得て、町内中小企業者の信用力
及び担保力の不足を補う。

・事業効果
小口の事業資金の融資を促進

するとともに、町内中小企業の
振興を図る。

商工業経営振興資金利子補給事業 東吾妻町 町内企業の
小口資金等の制度資金の利子補給 振興に資す

るもで事業
・事業内容

の効果は将
商工業経営振興資金利子補給

来に及ぶも
金の交付

のである
・事業の必要性

中小商工業者の経営の近代化
等に必要な資金の融資を円滑に
するため、利子補給の措置を講
じ、商工業の振興を図る。

・事業効果

中小商工業の事業継続と拡大

ぐんま技術革新チャレンジ補助 東吾妻町 町内企業の
金 振興に資す

るもで事業・事業内容
の効果は将東吾妻町と群馬県が連携し
来に及ぶもて、中小企業が行う新技術及び
のである新製品に関する開発の推進を支

援するため、新技術・新製品の

開発に要する経費に対して補助

金を交付

・事業の必要性

中小企業者が従来にはなかっ

た機能・性能・用途・意匠・販

路等を有する製品・商品、ある

いは現在の製品・商品と原材料

や生産加工技術等を異にし、そ

の大きな向上が見込める製品・

商品の開発を促進する。

・事業効果

中小商工業の事業継続と拡大

東吾妻町中小事業者持続化及び 東吾妻町

SDGｓ推進補助金

・事業内容
町内中小事業者が持続可能な

開発目標を達成するための事業

又は新規顧客獲得のための事業

に対し、その経費の一部を補助
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する。

・事業の必要性

町内中小事業者の事業の継続

及び拡大

・事業効果

町内商工業の活性化

商工会運営補助事業 東吾妻町 町内企業の

振興に資す・事業内容
るもで事業

東吾妻町商工会の運営事業に の効果は将
伴い発生する諸問題を検討し、 来に及ぶも
対策等を樹立・実施する活動に のである
対し、必要な経費の一部を補助す

る。

・事業の必要性

商工会の適正な運営

・事業効果

町内商工業者に対するサポー

トの充実

商工会買い物弱者対策補助事業 東吾妻町 町内商工業

・事業内容 の活性化に

商工会が、買い物弱者の買い 繋がり事業

物の代行を行う事業に対し補助 の効果は将

金を交付する。 来に及ぶも

のである・事業の必要性

買い物弱者の生活を支援す

るため。

・事業効果

町内商店の活性化、生活に不

安のある弱者の見守り

街路灯維持活動補助事業 東吾妻町 町内商工業

・事業内容 の活性化に

東吾妻町商工会街路灯維持の 繋がり事業

活動補助 の効果は将

来に及ぶも・事業の必要性
のである街路灯の維持と夜間の安全対

策のため。

・事業効果

商工業の活性化と夜間の安全

住宅新築改築等補助事業 東吾妻町 町内商工業

の活性化に・事業内容
繋がり事業町内に本社・本店を有する事
の効果は将業者を利用した、住宅の新築又
来に及ぶもは改修等の費用の一部を補助す
のであるる。

・事業の必要性

住宅建設・改修を促進し、福

祉の向上を図る。

・事業効果

町民の住環境向上
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町内商工業の活性化

空き店舗利活用支援事業 東吾妻町 町内商工業

の活性化に・事業内容
繋がり事業新規出店者が空き店舗を賃借
の効果は将し、新たに出店をする場合、当
来に及ぶも該賃借料の一部を補助する。
のである

・事業の必要性

商業の活性化を図るため、空

き店舗を商業施設等として利用

する新規出店者が行う事業を支

援する。

・事業効果

商業の活性化

雇用創出

東吾妻町企業立地促進事業

・事業内容

東吾妻町への事業所新設、又

は町内事業者の施設や設備の増

設に対し奨励金を交付する

・事業の必要性

町内産業活動の活性化と雇用

機会の拡大を図る

・事業効果

町内産業の活性化と雇用拡大

観 光 観光キャンペーン・パンフレッ 観光客の誘東吾妻町
ト印刷・グッズ作成・多言語ガ 致に繋がる

イド整備事業 もので事業

の効果は将・事業内容
来に及ぶも観光キャンペーンに必要なパ
のであるンフレットＰＲ用品の作成及び

外国人向けの案内整備

・事業の必要性

観光情報の発信体制の強化

・事業効果

海外からの観光客にも対応で

きる観光客誘致及び地域の活性

化

観光協会運営補助金 東吾妻町 観光客の誘

・事業内容 致に繋がる

東吾妻町観光協会の運営事業 もので事業

に伴い発生する諸問題を検討し の効果は将

、対策等を樹立し、実施する活 来に及ぶも

動に対し必要な経費の一部を補 のである

助する。

・事業の必要性

観光協会の適正な運営

・事業効果

町の観光案内の充実

忍びの町ひがしあがつま推進 観光客の誘
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東吾妻町
事業 致に繋がる

もので事業・事業内容
の効果は将「真田丸」を契機としてクロー
来に及ぶもズアップされた「吾妻忍者」を
のである有効活用し忍者を核とした情報

発信・交流を進める。

・事業の必要性

豊かな心を育む学びの町とし

て歴史・文化の発信と交流の拡

大

・事業効果

観光客の誘致及び地域の活性

化

東吾妻ふるさと祭・すいせん祭 東吾妻町 観光客の誘

ＭＴＢライド補助事業 致に繋がる

もので事業・事業内容
の効果は将観光振興の効果が期待できる
来に及ぶも事業を実施する団体に対し、当
のである該事業に要する経費の一部を補

助する。

・事業の必要性

地域の自然や景観、歴史、文

化、産業等豊かな観光資源を積

極的に活用し、「住民協働のま

ちづくり」を推進する。

・事業効果

観光客の誘致及び地域の活性

化

キャンプ場管理運営事業 観光客の誘東吾妻町
温川キャンプ場、あづま森林公園キャンプ場 致に繋がる

・事業内容 もので事業

温川キャンプ場・あづま森林 の効果は将

公園キャンプ場の管理運営 来に及ぶも

のである・事業の必要性

地域の自然豊かな景観を観光

資源に積極的に活用する。

・事業効果

観光客の誘致及び地域の活性

化

ふるさと祭阿波踊り出演事業 東吾妻町 観光客の誘

致に繋がる・事業内容
もので事業ふるさと祭りに阿波踊りの団
の効果は将体を招待し祭りを活性化する。
来に及ぶも

・事業の必要性 のである
東吾妻町と杉並区の交流を促

進

・事業効果

観光客の誘致及び地域の活性

化

観光宣伝事業 観光客の誘東吾妻町
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観光宣伝ＰＲ事業 致に繋がる

もので事業・事業内容
の効果は将観光宣伝に必要なパンフレッ
来に及ぶもトＰＲ用品の作成・ＳＮＳを活
のである用した情報発信

・事業の必要性

観光情報の発信体制の強化

・事業効果

観光客の誘致及び地域の活性

化

町営温泉施設管理運営事業 東吾妻町 観光客の誘

致及び住民・事業内容 の健康増進
町営温泉施設の管理運営 に繋がるも

・事業の必要性 ので事業の

産業振興・住環境の整備・観 効果は将来

光基盤の整備を進める。 に及ぶもの

である・事業効果

地域住民の健康増進及び観光

客の誘致及び地域の活性化

東吾妻町 観光客の誘自転車型トロッコ運行管理事業
致に繋がる

・事業内容 もので事業
ＪＲ吾妻線の付け替え線路を の効果は将

利用した自転車型トロッコの運 来に及ぶも
営 のである

・事業の必要性

町民、観光客その他本町を訪

れる者に自転車型トロッコを貸

し出すことにより、本町の観光

振興及び吾妻峡周辺地域の地域

振興を図る。

・事業効果

観光客の誘致及び地域の活性

化

その他 起業支援補助金 東吾妻町 若者定住及

び雇用創出・事業内容
に資するも開業の届出において満年齢50
ので事業の歳未満の者が新たに法人を設立
効果は将来し、起業するために要する経費
に及ぶものに対し、補助金を交付する。
である

・事業の必要性

若者の本町への移住定住促進

を図るため、若者が町内で起業

を支援する。また、情報サービ

ス業等の新たな産業振興に繋げ

る。

・事業効果

若者の定住と雇用の創設

生産年齢人口の増加
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公共施設等の解体撤去事業 東吾妻町 除却

・事業内容 公共用地の
廃止予定施設等の除却 有効利用に

・事業の必要性 資するもの

風水害等による建物の飛散、 で事業の効

老朽化による崩壊等を原因とす 果は将来に

る近隣への被害が懸念される。 及ぶもので

ある・事業効果

周辺への被害防止

町有地の有効活用を図る。

３ 地域における情 (２)過疎地域持続 東地区情報通信基盤設備維持管 東吾妻町 情報通信設
報化 的発展特別事業 理 備の維持管

情報化 理に資する・事業内容
もので事業東地区のFTTH光通信網の構築
の効果は将・維持・管理
来に及ぶも

・事業の必要性 のである
一般企業の高速通信設備未整

備地域のため高速通信手段の

提供が必要

・事業効果

東地区の町民が高速通信が利

用可能となる。

岩島・坂上地区地域情報通信基 東吾妻町 情報通信設
盤整備施設維持管理 備の維持管

理に資する・事業内容
もので事業

岩島・坂上地区に設置した光 の効果は将
ファイバケーブル等の情報通信 来に及ぶも
施設の維持管理するもの。 のである

・事業の必要性

当地区内において高速イン

ターネットサービスを引き続き

提供するために継続して必要と

なる。

・事業効果

地域住民が安定的な高速イン

ターネットサービスを享受する

ことに寄与している。

行政サービ統合型GISの整備・維持管理 東吾妻町
スの向上に・事業内容
資するもの既存の地図データを統合し、
で事業の効庁内横断型のデータ共有を可能
果は将来ににする。
及ぶもので

・事業の必要性 ある
デジタルガバメントの実現に

向け統合型GISを導入する。

・事業効果

住民に対する行政サービスの

向上
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行政業務の効率化

(９)過疎地域持続４ 交通施設の整 広域バス路線の運行 東吾妻町 地域公共交
的発展特別事業備、交通手段の確保 通の活性化・事業内容公共交通 に資するも乗合バスの運行

ので事業の
・事業の必要性 効果は将来

地域公共交通の活性化によ に及ぶもの
り、住民の利便性向上に寄与す である
るもの。

・事業効果

交通弱者の移動手段の確保

橋梁定期点検 N=271橋 東吾妻町 橋梁の長寿その他
命化に資す・事業内容
るもので事橋梁長寿命化修繕計画に基づ
業の効果はく定期点検
将来に及ぶ

・事業の必要性 ものである
橋梁の老朽化に伴う損傷の増

加を抑えるため、予防保全型の

点検を実施する。

・事業効果

橋梁の長寿命化

維持管理費の削減

公共施設等の解体撤去事業 東吾妻町 除却

・事業内容 公共用地の

廃止予定施設等の除却 有効利用に

資するもの・事業の必要性
で事業の効風水害等による建物の飛散、
果は将来に老朽化による崩壊等を原因とす
及ぶものでる近隣への被害が懸念される。
ある

・事業効果

周辺への被害防止

町有地の有効活用を図る。

(７)過疎地域持続 空家除却費補助事業 東吾妻町 生活環境の５ 生活環境の整備 的発展特別事業 悪化防止に・事業内容
その他 資するもの空家の除却を希望される方に

で事業の効除却工事費の３分の1（上限50万
果は将来に円）を補助する。
及ぶもので

・事業の必要性 ある
町内の景観を保全し、町民の

安心・安全な暮らしを確保する

ため。

・事業効果

空家の隣地への倒壊や住環境

の悪化の防止

公共施設等の解体撤去事業 東吾妻町 除却

公共用地の・事業内容
有効利用に廃止予定施設等の除却
資するもの
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・事業の必要性 で事業の効
風水害等による建物の飛散、 果は将来に

老朽化による崩壊等を原因とす 及ぶもので
る近隣への被害が懸念される。 ある

・事業効果

周辺への被害防止

町有地の有効活用を図る。

内水リスクマネジメント推進事 東吾妻町 防災に資す

業 るもので事

業の効果は事業内容
将来に及ぶ雨水管理総合計画の策定
ものである

事業の必要性

想定最大規模降雨に対応した

浸水想定区域図策定し、浸水被

害発生を予防

事業効果

浸水災害に強い防災町づくり

に必要な情報発信の強化と、住

民等の防災意識の向上

子育て支援事業 東吾妻町 子育て環境６ 子育て環境の確 (8)過疎地域持続
の確保に資保、高齢者等の保健 的発展特別事業 ・事業内容
するもので及び福祉の向上及び 妊産婦・乳幼児に対して必要児童福祉 事業の効果増進 に応じて健康診査、相談等を実
は将来に及施する。
ぶものであ・事業の必要性
る母子保健は一生の健康を築く

出発点として家族にとって健康

への関心を高める入口として重

要である。

・事業効果

母子に対する健康の保持増進

放課後児童健全育成事業 東吾妻町 子育て環境

の確保に資
・事業内容 するもので

放課後児童クラブを設置し、 事業の効果
利用を希望する小学校児童に対 は将来に及
し保育を実施。 ぶものであ

・事業の必要性 る

放課後及び長期休業日におい

て、保護者が就労等により不在

となる児童の居場所を確保する｡

また、生活及び遊びの場として､

保護者が安心して労働できるた

めの環境整備。

・事業効果

放課後等の児童の安全安心な

居場所の確保。支援員による生

活指導や、遊びを通じた児童の

健全育成、及び子育て環境の充

実。
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子育て環境東吾妻町出産祝金支給事業 の確保に資

・事業内容 するもので

児童の誕生の際に第１子５万 事業の効果

円、第２子１０万円、第３子 は将来に及

２０万円を支給 ぶものであ

る・事業の必要性

児童の健全育成をはかるも
の。

・事業効果

安心して子どもを産み育てら

れる環境づくり

子育て環境子育て支援金事業 東吾妻町
の確保に資

事業内容 するもので
年度内に１歳及び２歳に達す 事業の効果

る児童を養育する保護者に対象 は将来に及
児一人につき３万円を支給 ぶものであ

事業の必要性 る

児童の健全育成をはかるも

の。

事業効果

安心して子どもを産み育てら

れる環境づくり

一時預かり事業 東吾妻町 子育て環境

・事業内容 の確保に資

保育所やこども園に通ってい するもので

ない乳幼児を一時的に、保育所 事業の効果

やこども園等で、有料で預かる は将来に及

事業。 ぶものであ

る・事業の必要性

保護者の肉体的・精神的負担

軽減のため。

・事業効果

子育て支援の充実、安心して

子どもを産み育てられる環境づ

くり。

乳児等通園支援事業 東吾妻町 子育て環境

の確保に資・事業内容
するもので保育所に通っていない乳児を
事業の効果一時的に、保育所等で有料で預
は将来に及かる事業
ぶものであ

・事業の必要性 る
全てのこどもの育ちを応援し

こどもの良質な成育環境を整備

する。

・事業効果

子育て支援の充実、安心して

子どもを産み育てられる環境づ

くり

保育士と関わることで孤立し

がちな保護者の相談支援につな
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がる。

高齢者の保高齢者・障害 敬老祝金支給事業 東吾妻町・ 健及び福祉者福祉 ・事業内容
の向上・増80･85･90･95･100歳時に長寿を
進に資する祝して祝金を贈呈する。
もので事業

・事業の必要性 の効果は将
健康寿命の延伸に寄与するも 来に及ぶも

の。 のである

・事業効果

健康寿命の延伸

敬老行事補助事業 東吾妻町 高齢者の保

・事業内容 健及び福祉

敬老会の開催に係る費用にた の向上・増

いし補助する。 進に資する

もので事業・事業の必要性
の効果は将高齢者間の交流・親睦を深め
来に及ぶもることに寄与するもの。
のである

・事業効果

高齢者間の交流・親睦

在宅介護慰労手当支給事業 東吾妻町 高齢者の保

・事業内容 健及び福祉

介護度４及び５の高齢者を在 の向上・増
宅で介護する者への慰労金を支 進に資する
給する。 もので事業

・事業の必要性 の効果は将

在宅介護に対する安心感を提 来に及ぶも

供することに寄与するもの。 のである

・事業効果

在宅介護者への安心感の提供

緊急通報システム設置事業 東吾妻町 高齢者の保

・事業内容 健及び福祉

ひとり暮らし高齢者等を対象 の向上・増

に、緊急時に安否確認を行う装 進に資する

置を設置する。 もので事業

の効果は将・事業の必要性
来に及ぶも高齢者の安全安心な生活に寄
のである与するもの。

・事業効果

高齢者の安全・安心な生活

老人クラブ運営費補助 東吾妻町 高齢者の保

健及び福祉・事業内容
の向上・増地域で活動する老人ｸﾗﾌﾞへ補
進に資する助金を支給する。
もので事業

・事業の必要性 の効果は将
生きがいづくりや、高齢者間 来に及ぶも

の親睦・交流に寄与するもの。 のである

・事業効果

生きがいづくり
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高齢者間の親睦・交流

シルバー人材センター運営事業 東吾妻町 高齢者の保

健及び福祉・事業内容
の向上・増高齢者の就業機会の拡大と能
進に資する力を活かし、臨時的・短期的な
もので事業仕事を引き受け、地域社会に貢
の効果は将献する。
来に及ぶも

・事業の必要性 のである
高齢者の生きがいや社会参加

の充実などに寄与するもの。

・事業効果

高齢者の生きがいづくり・健

康維持・社会参加・福祉の増進

精神障害者施設負担金 中之条町 障害者の保

高崎市 健及び福祉・事業内容
の向上・増障害のある人を対象として創
進に資する作的活動等、社会との交流促進
もので事業などの機会を提供する施設への
の効果は将負担金
来に及ぶも

・事業の必要性 のである
精神障害をお持ちの方やご家

族が地域で安心して日常生活を

送ることができるように支援が

必要であるため。

・事業効果

精神障害者やその家族が地域

で安心して生活ができる。

ひがしあがつま地域活動支援セ 東吾妻町 障害者の保
ンター運営事業 健及び福祉

・事業内容 の向上・増

障害者(児)の社会との交流を 進に資する

促進するために、創作的活動や もので事業

交流、生産活動の機会の提供 の効果は将

来に及ぶも・事業の必要性
のである社会参加促進の支援により、

障害者(児)の自立などに寄与す

るもの。

・事業効果

障害者(児)の社会活動への積

極的参加及び自立の促進

多機能型障害福祉サービス事業 社会福祉法 障害者の保
所運営費負担金 人 健及び福祉

・事業内容 の向上・増

障害者(児)の社会参加・就労 進に資する

を促進するために、創作的活動 もので事業

や生産活動の機会の提供及び生 の効果は将

活能力向上のための援助。 来に及ぶも

のである・事業の必要性

社会参加・就労促進の支援に

より、障害者(児)の自立などに

寄与するもの。
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・事業効果

障害者(児)の社会活動への積

極的参加・就労及び自立の促進

健康づくり 特定疾患等患者見舞金支給事業 東吾妻町 福祉の向上

及び増進に・事業内容
資するもの特定疾患等の患者及び保護者
で事業の効に見舞金を支給する。
果は将来に

・事業の必要性 及ぶもので
特定疾患等の患者及び保護者 ある

の生活の安定と福祉の増進に寄

与するもの。

・事業効果

特定疾患等の患者及び保護者

の生活の安定と福祉の増進

町民の健康住民健診、各種がん検診等の実施 東吾妻町
づくりに資

・事業内容 するもので

町内外の指定医療機関と委託 事業の効果

契約をし、住民検診、各種がん は将来に及

検診を実施 ぶものであ

る・事業の必要性

住民健診、がん検診を受ける

ことで疾病を早期に発見でき、

さらに治療を行うことで死亡率

が低下する。

・事業効果

住民健診の効果として生活習

慣病の予防、医療費の抑制。が

んを早期発見する事によりがん

による死亡率が低下する。

町民の健康健康増進事業、食育推進事業 東吾妻町その他 づくりに資
・事業内容 するもので

町民の健康寿命の延伸と生活 事業の効果
の質の維持向上に向けて健康課 は将来に及
題の優先順位の決定から事業実 ぶものであ
施、評価、改善まで総合的に実

る施する。

・事業の必要性

超高齢少子社会を迎え、病気

や介護の負担が増える中、健康

な社会を目指す必要がある。

・事業効果

生活習慣の改善および健康づ

くりに必要な環境整備を進め、

一人ひとりがより豊かで満足で

きる人生を全うできるように支

援する。併せて持続可能な社会

の実現を図る。

社会福祉協議会運営費補助 東吾妻町 社会福祉の

・事業内容 増進等に資
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社会福祉協議会の運営費の一 するもので

部として補助金を交付する。 事業の効果

は将来に及・事業の必要性
ぶものであ住民の参加する福祉活動を推

進し、地域の福祉課題等を協働 る

的努力によって解決することに

寄与するもの。

・事業効果

社会福祉の増進

地域共生社会の実現

福祉医療費給付事業 健康増進等東吾妻町
に資するも・事業内容
ので事業の保険診療医療費の自己負担分
効果は将来を公費で負担
に及ぶもの

・事業の必要性
である子ども、重度心身障害者、母

子家庭及び父子家庭の親と子の

健康管理の向上と福祉の増進に

寄与するもの。

・事業効果

健康増進

「ささえ愛つながり愛」みんな 健康増進等東吾妻町
の福祉サポート事業 に資するも

ので事業の・事業内容
効果は将来地域住民の複雑化・複合化し
に及ぶものたニーズに対応する包括的な支

援体制の構築 である

・事業の必要性

地域住民の抱える課題が複雑

化・複合化し、従来の支援体制

では解決することが難しい狭間

のニーズを抱える事例が増加し

ているため。

・事業効果

地域共生社会の実現

公共施設等の解体撤去事業 東吾妻町 除却

・事業内容 公共用地の

廃止予定施設等の除却 有効利用に

資するもの・事業の必要性
で事業の効風水害等による建物の飛散、
果は将来に老朽化による崩壊等を原因とす
及ぶものでる近隣への被害が懸念される。

ある・事業効果

周辺への被害防止

町有地の有効活用を図る。

吾妻広域町 医療体制の７ 医療の確保 (3)過疎地域自立 吾妻広域圏救急医療費負担金
村圏振興整 確保に資す促進特別事業 ・事業内容 備組合 るもので事

吾妻広域圏の救急医療体制の 東吾妻町 業の効果はその他 整備及び確保のための医療費を 将来に及ぶ
構成町村で応分負担する。
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ものである
・事業の必要性

吾妻圏域には大規模病院がな

いことから緊急時の搬送体制の

整備強化が求められる。

・事業効果

高規格救急自動車の計画的な

配備

救急医療体制の確保

医療体制の原町赤十字病院医師確保対策 東吾妻町
確保に資す補助
るもので事事業内容
業の効果は病院における業務の実施に必
将来に及ぶ要な医師の確保に対策に係る経
ものである費を助成する

事業の必要性

原町赤十字病院は、郡内でも

重要な公的病院であり住民に対

してニーズに応じた医療を提供

する必要があるため

事業効果

助成することにより、必要な

医師を確保することができ住民

ニーズに対応した医療を提供で

きる

(4)過疎地域自立 外国青年招致事業４名 東吾妻町 教育の振興８ 教育の振興 促進特別事業 ・事業内容 等に資する

保育所、こども園及び小中学 もので事業
義務教育 校に外国青年を派遣し、英語 の効果は将

教育を行う。 来に及ぶも

のである
・事業の必要性

外国語教育の充実及び国際理

解促進による語学力の向上や

国際的な感覚を身につけた人

材の育成に必要

・事業効果

・外国語教育の充実

・国際理解促進

・語学力の向上

スクールバス運行業務委託 東吾妻町 教育の振興

・事業内容 等に資する

遠距離通学となる小・中学校 もので事業

の児童・生徒が利用するスク の効果は将

ールバスの運行。 来に及ぶも

のである
・事業の必要性

遠距離通学となる児童・生徒

の通学手段及び通学路の安全

を確保するために必要。

・事業効果

遠距通学となる児童・生徒の

通学手段及び通学路の安全性
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を確保。

給食費の無償化 東吾妻町 教育の振興
・事業内容 等に資する

こども園及び小中学校におけ もので事業
る園児、児童、生徒にかかる給 の効果は将
食費の全額免除 来に及ぶも

のである・事業の必要性

子育て中の保護者の経済的負

担の軽減を図るため。

・事業効果

子育て支援の充実

公共施設等の解体撤去事業 東吾妻町 除却

公共用地の・事業内容
有効利用に廃止予定施設等の除却
資するもの

・事業の必要性 で事業の効
風水害等による建物の飛散、 果は将来に

老朽化による崩壊等を原因とす 及ぶもので
る近隣への被害が懸念される。 ある

・事業効果

周辺への被害防止

町有地の有効活用を図る。

行政事務連絡業務委託 東吾妻町９ 集落の整備 (2)過疎地域持続 集落の持続・事業内容
的発展特別事業 的発展に資広報紙及び周知文書等の配布

するもので集落整備 回覧及び回収
事業の効果住民の要望等の取りまとめ及
は将来に及び伝達
ぶものであ町政の事務事業の連絡調整及
るび協力

区域の住民の把握等

・事業の必要性

行政の円滑なる運営に資する

ことを目的としている。

・事業効果
地域の連帯感、共同意識の醸

成及び発展に寄与できる。

住民センター用地土地賃借料補 東吾妻町 集落の持続

助 的発展に資

するもので・事業内容
事業の効果行政区等が他から土地を借用
は将来に及し住民センターを所有又は管
ぶものであ理している場合に、町が借地
る料の一部を補助

・事業の必要性

行政区等の負担の軽減を図る

ことを目的としている。

・事業効果

地域の連帯感、共同意識の醸

成及び発展に寄与できる。

住民センター整備事業補助 東吾妻町 集落の持続

的発展に資
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・事業内容 するもので
住民活動の拠点となる住民セ 事業の効果
ンターの建設、増改築及び備 は将来に及
品等の整備を行う場合、町が ぶものであ
事業費の一部を補助 る

・事業の必要性

行政区等の負担の軽減を図る

ことを目的としている。

・事業効果

地域の連帯感、共同意識の醸

成及び発展に寄与できる。

10 地域文化の振 (2)過疎地域持続 文化財活動団体の育成・支援 東吾妻町 地域文化の

的発展特別事業 振興に資す興等 ・事業内容
るもので事地域文化振興 地域の文化財保存団体へ活動
業の効果は補助金を交付する。
将来に及ぶ

・事業の必要性 ものである
活動費用を支援することによ

り文財保護活動の継承を図る。

・事業効果

文化財保存活動の継続

住民による文化財保護活動の

推進

民俗文化財の記録保存 東吾妻町 地域文化の

（デジタル映像化） 振興に資す

るもので事・事業内容
業の効果は無形文化財等の映像等デジタ
将来に及ぶル記録の保存
ものである

・事業の必要性

無形文化財のデジタル映像で

記録保存をし保存活動に寄与す

る。

・事業効果

無形文化財の映像記録保存

伝統技術・芸能の保存

公共施設等の解体撤去事業 東吾妻町 除却

公共用地の・事業内容
有効利用に廃止予定施設等の除却
資するもの

・事業の必要性 で事業の効
風水害等による建物の飛散、 果は将来に

老朽化による崩壊等を原因とす 及ぶもので
る近隣への被害が懸念される。 ある

・事業効果

周辺への被害防止

町有地の有効活用を図る。

11 再生可能エネ (2)過疎地域持続 箱島湧水発電事業の運営 東吾妻町 ＰＦＩ

ルギーの利用の促 的発展特別事業 ・事業内容 再生可能エ
進 再生可能エネル ＰＦＩ事業制度を利用した小 ネルギーの

ギー利用 水力発電施設の運営 利用促進に

資するもの・事業の必要性
で事業の効
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地域資源である箱島湧水を有
果は将来に効活用する。
及ぶもので

・事業効果 ある
小水力発電実施によ温室効果

ガス排出量削減

事業実施による収益

住宅用再生可能エネルギーシス 東吾妻町 再生可能エ

テム設置費補助金 ネルギーの

利用促進に
・事業内容 資するもの

一定要件を満たした住宅用再 で事業の効
生可能エネルギーシステム設置 果は将来に
費の支援 及ぶもので

ある・事業の必要性

積極的な自然エルギー利用を

支援し、循環型まちづくり推進

と環境への高揚を図るため。

・事業効果

新エネルギーの活用促進

広報・広聴活動の推進 東吾妻町12 その他地域の持 過疎地域自立促進 まちづくり

続的発展に関し必要 特別事業 ・事業内容 意識の高揚

な事項 町内に在住する人を対象に 等に資する

広報紙などを用いて周知 もので事業

の効果は将・事業の必要性
来に及ぶも町の方針や考え方・施策を住
のである民に「知らせる」「分からせ

る」「動かせる」という役割に

寄与

・事業効果

町の現状や課題、今後のまち

づくりに関する情報や学習機会

の提供を図り、町民のまちづく

り意識の高揚と知識の向上を促

進

公共施設等の解体撤去事業 東吾妻町 除却

・事業内容
公共用地の廃止予定施設の除却
有効利用に

・事業の必要性 資するもの
除却が遅れることで、風水害 で事業の効
等により建物が飛散し近隣に 果は将来に
被害が及ぶ。獣等の住処とな 及ぶもので
ってしまう。老朽化が進み、 ある
崩壊してしまう。

・事業効果

速やかに除却することで、町

有地を有効に活用することが

できる。




